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封
建
制
度
の
下
に
存
立
す
る
武
川
武
士
は
主
も
に
一
定
の
土
地
收
入
に
依
て
生
活
す
る
以
上
、
幾
何
か
の
時
世
の
推
移
に
も
、
自

然
に
向
上
す
る
生
活
炎
と
，
共
の
収
入
と
は
平
均
し
な
い
や
う
に
な
る
。
か
強
る
境
地
に
世
か
れ
た
武
士
は
所
領
の
斑
入
又
は
寅
却

に
依
て
共
の
領
地
に
離
れ
、
つ
ひ
に
封
建
武
士
の
安
格
を
夫
ひ
、
行
倒
れ
と
な
る
。
此
の
武
士
の
倒
壊
は
、
武
士
に
依
て
支
持
せ
ら

る
窟
幕
府
の
倒
壊
で
あ
ら
ざ
る
を
御
な
い
が
故
に
、
幕
府
は
或
は
徳
政
と
鋭
し
、
或
は
棄
拍
と
孵
し
て
、
武
士
の
借
金
棒
馴
き
を
令

し
、
商
斑
百
姓
の
正
営
な
る
債
椛
を
破
莱
す
る
理
不
識
行
鰯
を
公
行
す
る
。
か
く
の
如
き
械
車
を
押
し
て
一
昨
の
危
急
を
免
れ
る
武

士
は
、
他
の
階
級
か
ら
不
信
川
と
い
ふ
無
形
の
扱
失
茜
廿
愛
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
勿
論
か
う
な
●
る
ま
で
に
は
武
士
は
不
附
の
岻

辿
を
挫
工
商
に
加
へ
る
の
で
あ
る
。
か
秘
る
一
般
的
史
論
に
相
徴
す
る
各
武
家
時
代
の
変
相
は
、
鎌
倉
武
家
時
代
に
於
て
は
永
仁
前

後
に
起
り
、
室
町
武
家
時
代
に
於
て
は
應
仁
前
後
に
始
、
り
．
江
戸
武
家
時
代
に
於
て
は
寛
政
の
前
後
に
あ
り
、
大
名
の
中
に
於
て
は
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之
に
先
だ
つ
時
代
に
、
既
に
存
在
し
て
ゐ
に
所
も
あ
っ
た
。

江
戸
武
家
政
冶
、
之
れ
に
つ
い
で
は
鎌
倉
武
家
政
治
の
統
制
は
、
ま
づ
厳
亜
な
る
も
の
で
あ
り
‘
よ
く
中
央
集
椛
の
礎
が
梁
が
つ

仁
が
、
室
町
武
家
政
治
に
至
り
て
は
、
最
初
か
ら
統
制
頗
る
不
十
分
で
あ
っ
た
。
尊
氏
の
寛
裕
な
る
人
と
成
り
、
而
し
て
清
濁
併
は
せ

飲
む
躰
の
彼
れ
が
如
き
度
吐
、
名
分
に
拘
泥
せ
か
、
名
を
拾
て
ゞ
唾
を
取
る
と
い
ふ
彼
れ
が
如
き
主
義
は
、
つ
ひ
に
弧
大
な
る
大
名
の

川
現
を
餘
義
な
く
し
、
之
れ
に
對
す
る
彼
れ
の
精
祁
的
や
武
力
的
雌
力
は
進
淀
微
弱
で
あ
っ
た
。
諸
大
名
は
間
も
な
く
幕
府
を
左
右

し
た
』
前
武
家
時
代
に
於
て
は
見
る
こ
と
の
出
來
な
か
っ
た
大
名
の
京
都
居
住
は
、
彼
れ
等
を
華
や
か
な
生
活
に
誘
っ
た
。
欣
大
な

る
京
都
の
第
宅
に
於
け
る
彼
等
の
生
活
は
、
二
箇
剛
、
三
筒
図
の
分
國
に
依
て
維
持
せ
ら
れ
、
勢
力
幕
府
を
左
右
す
る
や
う
に
な
り
．

洛
巾
数
多
の
小
幕
府
が
出
現
せ
る
槻
が
あ
っ
た
。
既
に
し
て
、
幕
府
を
抑
へ
た
小
幕
府
は
、
小
幕
府
の
維
持
に
開
し
て
資
際
的
の
勢

力
を
握
っ
て
ゐ
た
其
の
分
國
に
剣
擁
す
る
小
幕
臣
（
守
誰
代
）
の
爲
め
に
抑
へ
ら
れ
る
や
う
に
な
っ
た
。
期
の
如
き
郡
斑
の
川
現
せ
る

時
機
は
室
町
武
士
が
封
建
制
度
特
有
の
本
髄
上
逢
命
せ
ざ
る
を
得
な
い
所
の
生
活
不
能
の
時
機
と
一
致
し
た
の
で
あ
る
。
か
く
の
如

く
政
治
的
に
も
，
祗
會
的
に
も
ゆ
き
詰
れ
る
唯
仁
前
後
に
於
け
る
武
士
の
有
様
は
江
戸
時
代
に
於
て
も
、
雄
愈
時
代
に
於
て
も
兄
る

こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
下
克
上
の
名
が
雁
仁
前
後
、
所
謂
晤
國
時
代
に
依
て
占
有
せ
ら
れ
る
の
も
故
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

室
町
武
家
政
治
の
中
心
が
京
都
に
あ
り
、
公
卿
的
生
活
を
専
ら
に
し
、
近
畿
の
諸
大
名
が
將
軍
と
と
も
に
京
ず
４
－
ふ
ゐ
を
鰯
し
、
上

下
群
居
し
て
自
ら
生
活
が
非
武
人
的
に
な
り
易
か
っ
た
。
加
ふ
る
に
伐
幣
經
濟
が
や
う
や
く
發
逵
し
、
内
外
貿
易
が
盛
ん
に
な
る
や

京
、
堺
、
兵
庫
に
は
豪
富
を
致
せ
る
商
闘
が
出
現
し
，
そ
の
生
活
は
亦
自
ら
武
士
の
生
活
を
刺
激
し
て
、
所
調
東
山
殿
の
豪
華
に
し

て
脱
俗
的
な
生
活
と
な
っ
た
。
其
の
爲
め
に
自
ら
な
る
結
果
で
あ
る
と
認
め
ら
る
鷺
武
士
の
農
商
に
對
す
る
搾
取
政
策
と
な
り
，
徳

暗
黒
時
代
の
宗
救
一
挟
三
五
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政
の
發
布
と
と
も
に
、
武
士
は
益
々
避
商
の
信
川
を
失
ひ
、
尊
敬
を
失
っ
た
。
の
み
な
ら
ず
武
士
の
生
活
不
能
に
よ
っ
て
避
商
の
階

級
は
生
活
不
能
に
達
す
る
ま
で
に
搾
取
せ
ら
れ
、
徳
政
せ
ら
れ
た
。
此
の
間
に
孕
ま
れ
た
危
機
に
鮎
火
し
て
、
武
士
の
川
に
熾
烈
と

な
っ
た
下
克
上
の
風
を
推
し
て
又
武
士
と
土
民
と
の
雨
階
級
の
間
に
移
し
た
の
は
、
一
天
下
の
大
磯
鯉
で
あ
る
。
長
職
寛
正
に
か
け

て
起
る
前
後
未
曾
有
の
大
磯
漣
で
あ
っ
た
。
．

溺
れ
ん
と
す
る
者
は
蕊
で
も
掴
む
も
の
で
あ
る
。
今
日
一
日
の
生
命
を
保
た
ん
と
す
る
爲
め
に
は
、
人
冊
に
ゆ
る
さ
れ
た
あ
ら
ゆ

る
方
法
を
誰
ず
る
こ
と
を
僻
せ
な
い
も
の
で
あ
る
。
上
下
の
秩
序
な
く
、
肺
含
の
安
寒
な
く
、
生
命
財
産
の
保
誰
な
く
、
斬
取
趾
捕

り
の
世
の
中
に
は
、
人
間
は
多
く
之
れ
に
順
鯉
し
て
ゆ
く
も
の
で
あ
る
。
享
徳
三
年
世
風
を
談
ず
る
者
の
日
は
く
輯
「
今
益
賊
公
然
に

し
て
忌
禅
せ
ら
る
シ
こ
と
な
し
、
是
に
曲
て
是
の
難
（
賊
蹴
）
に
入
ら
ざ
る
斬
殆
ん
ど
稀
な
り
、
上
は
七
賀
を
出
し
、
中
は
五
笈
を

出
し
．
下
は
三
貧
を
出
す
、
初
め
て
賊
黛
に
入
る
所
謂
贄
な
り
」
と
。
叉
談
じ
て
日
は
く
、
「
盗
賊
中
應
語
あ
り
、
日
は
く
止
陽
．
日

は
く
合
沫
、
日
は
く
銭
湯
。
銭
湯
と
い
ふ
は
貴
賎
を
分
た
ず
、
盗
む
所
を
棚
ち
、
合
沫
は
諸
賊
等
し
く
其
の
盗
む
所
を
航
つ
，
止
陽

は
多
少
を
論
ぜ
ず
、
盗
む
所
賊
中
の
首
に
歸
す
」
と
（
臥
雲
日
件
録
菫
蘓
惇
甦
文
明
の
唖
武
士
の
一
蹴
蜂
起
す
る
も
の
あ
り
、

時
人
こ
れ
を
足
輕
又
白
足
と
稲
し
た
。
（
大
乘
院
寺
耐
雑
事
記
華
明
細
唾
差
し
止
陽
、
合
沫
の
類
で
あ
ら
う
ｏ
文
明
士
犀
大
和
に
於

て
盲
目
團
一
撲
し
て
蜂
起
し
、
筒
井
氏
の
部
下
が
故
な
く
盲
目
を
殺
害
せ
る
こ
と
に
對
抗
し
た
。
（
大
乗
院
寺
献
雑
事
記
華
Ⅷ
廿
瘤
）

享
徳
中
山
伏
蜂
起
し
て
細
川
氏
を
脅
迫
し
て
、
錨
亘
一
十
貫
丈
、
田
地
十
六
町
、
祁
馬
等
を
せ
し
め
た
（
康
富
記
鐸
聴
に
池
）
之
れ

等
の
史
資
に
依
て
抽
象
せ
ら
れ
し
雁
仁
前
後
の
一
般
祗
會
の
世
祁
の
特
徴
は
生
き
ん
が
た
め
に
は
．
手
段
を
搾
蕊
必
要
な
き
こ
と
を

許
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
其
の
許
容
せ
ら
れ
し
手
段
の
一
は
土
民
が
一
撲
し
て
武
士
階
級
叉
は
富
裕
階
級
に
對
す
る
事
で
あ
っ
た
。
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即
ち
土
民
の
下
克
上
運
動
で
あ
つ
上
。

止
陽
、
合
沫
、
銭
湯
、
足
輕
．
白
足
は
特
種
名
で
あ
り
、
部
分
名
で
あ
る
。
總
括
し
た
る
時
代
語
は
こ
れ
を
一
撲
と
い
ふ
の
で
あ

る
。
斯
く
の
如
き
運
動
を
一
撲
と
い
ふ
の
で
あ
る
か
ら
、
自
然
多
種
の
一
撲
名
の
起
る
も
欝
然
で
あ
る
。
日
は
く
土
一
挨
、
日
は
く
〆

徳
政
一
撲
・
日
は
く
一
向
一
筏
．
日
は
く
法
華
一
撲
等
で
あ
る
。
土
一
撲
即
ち
土
民
一
撲
は
、
、
半
に
一
投
と
い
ふ
に
同
じ
と
云
っ
て

も
よ
い
。
何
と
な
れ
ば
す
べ
て
の
一
櫟
運
動
は
貴
族
（
公
卿
及
び
武
士
）
以
外
叉
は
武
士
の
浪
々
考
が
主
要
勢
力
を
な
し
て
ゐ
る
か

ら
で
あ
る
。
應
仁
前
後
よ
り
戦
國
時
代
に
至
る
土
一
投
の
名
が
腿
々
あ
ら
は
る
壷
も
．
蛍
肌
後
左
右
の
聯
絡
あ
る
も
の
に
あ
ら
ず
、

随
時
随
庭
で
附
せ
ら
れ
た
名
稲
で
あ
る
。
徳
政
一
撲
も
亦
偶
發
的
で
あ
り
．
一
時
的
又
は
断
絶
的
で
あ
り
，
座
々
起
る
其
の
運
動
は

皆
聯
絡
あ
り
、
統
一
あ
る
も
の
で
な
い
。
両
者
何
れ
も
經
濟
上
の
目
的
を
以
て
自
ら
を
守
る
下
克
上
の
運
動
で
あ
る
。
而
し
て
法
華

一
向
雨
一
侯
運
動
に
至
り
て
は
、
經
濟
的
意
義
の
外
に
．
宗
教
上
の
意
義
を
有
し
、
よ
り
多
く
祇
會
的
の
意
義
を
有
し
て
ゐ
る
。
法

華
一
撲
の
起
る
や
、
箱
偶
發
的
一
時
的
の
性
質
を
有
す
る
も
．
一
向
一
狭
に
至
っ
て
は
大
い
に
然
ら
ざ
る
も
の
が
あ
る
。

武
士
の
間
に
起
っ
た
下
克
上
は
將
軍
家
の
破
壊
と
な
り
、
袴
領
家
の
澪
藩
と
な
り
、
更
ら
に
其
の
被
官
の
駿
頽
と
な
り
、
被
官
の

部
下
か
ら
起
っ
た
者
が
將
軍
家
笹
左
右
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
將
軍
義
卸
を
獄
殺
し
た
松
氷
久
秀
も
．
義
昭
を
擁
立
し
て
其
の
あ

と
つ
ぎ
と
な
し
た
織
田
信
長
も
、
皆
然
り
で
あ
っ
た
。
詔
は
ざ
武
人
の
間
の
下
克
上
は
、
室
町
の
武
家
政
治
を
解
紐
し
て
江
戸
の
武

家
政
治
の
建
設
を
指
導
す
る
時
代
緒
川
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
併
し
武
士
階
級
と
土
民
階
級
と
の
間
に
起
っ
た
下
克
上
は
、
共
の
意
義

頗
る
深
璽
で
あ
っ
て
、
近
世
に
於
け
る
土
民
勃
興
の
起
原
で
あ
っ
た
。
近
世
の
土
民
史
と
か
、
平
民
史
と
か
、
國
民
史
と
か
い
ふ
名

目
が
ゆ
る
さ
れ
る
な
ら
ば
、
雁
仁
前
後
の
土
民
の
下
克
上
の
蓮
動
に
其
の
節
一
頁
を
妬
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
此
の
意
味
に
於
て

陪
黒
時
代
の
宗
教
一
挨
三
七
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庭
宗
即
ち
一
向
宗
の
開
肌
親
篭
の
佛
教
は
，
後
世
者
の
佛
教
で
あ
っ
た
。
親
礎
は
常
に
世
を
遁
れ
た
る
考
の
本
分
を
主
張
し
た
。

世
間
と
断
ち
．
道
徳
と
離
れ
た
親
鴬
及
び
親
鶯
の
佛
教
を
、
世
柵
に
還
元
す
る
こ
と
に
ま
づ
手
を
染
め
た
も
の
は
本
願
寺
錐
三
代
蕊

如
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
し
も
大
成
し
た
も
の
は
本
願
寺
第
八
代
蓮
如
で
あ
っ
た
。
韮
如
は
世
間
に
立
っ
て
來
世
を
説
き
，
遁
世
群
の

佛
教
を
家
庭
の
佛
識
と
な
し
、
現
費
就
會
の
佛
教
と
な
し
、
道
徳
を
離
れ
て
信
仰
な
し
、
信
仰
を
忘
れ
て
迩
徳
存
立
せ
ず
、
腫
裕
剛

●

暗
黒
時
代
の
張
敬
一
挨
三
八

唯
仁
後
の
土
民
の
下
克
上
の
蛮
際
運
動
は
、
頗
る
亜
要
脱
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
而
し
て
土
民
の
下
克
上
の
運
動
と
し
て
、
か
く
意

義
あ
ら
し
め
た
も
の
は
何
で
あ
る
か
。
生
き
ん
が
爲
め
、
食
ば
ん
が
爲
め
の
本
能
的
な
運
動
で
あ
る
に
止
ま
っ
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は

暴
動
．
騒
動
と
し
て
史
上
に
そ
の
名
を
止
む
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
。
そ
れ
を
よ
く
暴
動
、
擾
乱
と
し
て
経
ら
し
め
ず
、
近

世
國
民
史
の
錐
一
期
運
動
た
ら
し
め
る
や
う
に
努
力
し
た
の
は
、
蜜
に
雁
仁
前
後
を
期
し
て
、
一
大
活
動
を
州
始
し
た
兼
教
運
動
で

あ
る
。
即
ち
一
向
宗
の
蓮
如
、
度
慧
等
の
活
動
、
日
蓮
宗
の
側
親
等
の
数
多
の
導
師
の
活
動
で
あ
る
。
日
本
佛
教
史
の
大
綱
を
案
か

ろ
に
、
日
本
固
有
の
新
佛
教
の
生
れ
た
の
は
雛
か
時
代
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
踵
に
土
民
階
級
の
緒
祁
生
活
の
綴
と
な
っ
た
の
は
鎌
倉

時
代
で
は
な
い
。
蜜
に
雁
仁
前
後
に
至
り
、
通
さ
れ
た
た
笈
一
つ
の
手
段
た
る
腕
力
乃
至
武
力
に
依
る
克
上
運
動
を
以
て
勃
興
し
来

れ
る
土
民
の
餓
虎
の
如
き
性
情
が
、
始
め
て
鎌
倉
の
平
民
佛
教
に
依
て
文
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
此
の
意
味
に
於
て
、
下
克
上
の
一

撲
運
動
の
中
で
も
、
最
も
意
義
悲
深
な
も
の
は
宗
教
的
一
摸
で
あ
る
。
宗
教
的
一
接
の
中
に
て
も
亦
時
、
場
所
．
及
び
事
件
の
大
小

等
か
ら
考
へ
て
、
法
華
一
撰
に
増
し
て
亜
要
性
を
有
す
る
も
の
は
一
向
一
撲
の
運
動
で
あ
っ
た
。

第
二
節
一
撲
團
の
本
質 Ｌ
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諦
は
．
そ
れ
人
、
別
に
存
す
る
も
の
に
ゐ
ら
宙
剛
諦
は
雨
輪
に
し
て
初
め
て
車
將
を
助
か
す
も
の
と
し
た
。
一
向
宗
内
に
於
て
は
、

蓮
如
を
以
て
一
宗
の
中
興
上
人
な
り
と
↑
レ
ジ
へ
て
ゐ
る
が
、
変
は
一
宗
州
蠅
の
皿
と
も
い
ふ
に
街
る
こ
と
は
、
宗
義
の
附
明
及
び
進

展
，
宗
規
の
創
設
等
に
於
け
る
彼
の
成
絞
に
徴
し
て
明
か
で
あ
る
。
傭
侶
の
肉
食
妻
帯
を
以
て
宗
規
の
如
く
に
定
め
た
る
も
蓮
如
の

頃
に
始
る
。
此
の
軸
は
既
に
「
親
講
聖
人
の
研
究
」
に
於
て
委
細
を
識
し
て
お
い
た
。
韮
如
は
雁
永
二
土
一
年
に
生
れ
、
明
唯
八
年
に
寂

し
た
。
應
仁
の
大
乱
は
其
の
五
十
四
五
才
の
時
で
あ
る
。
而
し
て
其
の
輿
の
活
動
は
、
大
乱
の
突
發
以
後
に
飴
る
。
共
の
門
徒
に
發

せ
ら
れ
た
信
仰
仰
導
用
の
文
章
の
今
に
の
こ
れ
る
も
の
は
．
文
明
三
年
以
前
の
も
の
は
頗
る
稀
れ
で
あ
る
。
（
帖
内
、
帖
外
文
章
）
山

城
山
科
望
一
稲
、
識
津
大
坂
、
常
川
泉
州
堺
．
河
内
出
口
、
紀
伊
冷
水
、
大
和
飯
貝
，
播
磨
英
賛
、
近
江
大
津
、
堅
則
越
前
吉

崎
、
加
変
越
中
の
諸
所
、
伊
勢
長
島
等
の
布
教
根
擦
地
に
開
す
る
多
く
の
史
料
に
擦
れ
ば
、
其
の
創
立
は
皆
唯
仁
以
後
の
こ
と
で
あ

る
。
韮
如
に
は
そ
の
妻
妾
が
噸
る
多
か
つ
仁
。
（
諦
極
の
本
願
寺
系
Ⅲ
、
木
肌
寺
通
紀
等
、
一
時
に
一
妻
以
上
な
き
が
如
く
に
仲
ふ
る

も
其
れ
は
世
間
を
禅
っ
て
後
世
系
側
を
改
鍵
せ
る
に
よ
る
も
の
、
密
川
の
教
行
寺
系
凪
は
之
を
誰
す
る
に
足
る
。
其
の
子
女
二
十
七

人
の
生
年
月
を
検
す
れ
ば
、
一
般
本
岬
寺
の
川
仲
の
誤
れ
る
こ
と
、
自
ら
明
か
で
あ
る
）
上
記
の
布
教
根
推
地
に
は
、
多
く
其
の
子

を
世
き
、
其
の
女
の
配
せ
る
所
は
、
又
各
地
方
の
一
紫
洲
地
的
迩
場
主
で
あ
っ
た
。
此
の
外
共
の
州
弟
の
刺
む
る
所
の
道
場
の
数
悲

多
く
、
而
し
て
之
れ
等
の
道
場
を
通
じ
て
、
洲
接
又
は
匝
接
、
蓮
如
は
各
地
に
川
現
せ
る
逝
場
中
心
の
寺
内
町
及
び
各
地
散
在
の
自

治
的
の
Ⅲ
徒
圏
及
び
其
の
門
徒
閏
の
主
宰
背
た
る
地
方
豪
族
を
率
ゐ
、
本
願
寺
は
一
大
教
則
の
中
心
と
な
っ
た
。
恐
ら
く
叫
史
に
於

て
は
蓮
如
の
如
き
布
教
上
偉
大
な
る
成
絞
を
あ
げ
得
た
る
仰
導
師
は
他
に
あ
る
ま
い
。
共
の
Ⅲ
徒
剛
や
寺
内
川
の
姓
礎
、
地
理
及
び

こ
れ
等
と
蓮
如
と
の
關
係
及
び
．
そ
れ
等
門
徒
剛
の
一
撲
迩
動
と
蓮
如
と
の
關
係
に
つ
い
て
は
「
蓮
如
上
人
と
一
撲
迩
動
」
と
い
ふ

暗
黒
時
代
の
宗
教
一
挨
三
九

’

’

ノ
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啼
黒
昨
代
の
宗
政
一
撰
阿
○

題
下
に
既
に
考
證
す
る
所
あ
っ
た
。
所
論
中
遮
如
が
画
接
一
投
に
關
係
し
た
る
こ
と
な
く
、
共
の
文
章
に
擦
れ
ば
之
れ
を
雌
禁
せ
る

こ
と
明
白
な
り
と
い
ふ
一
般
の
所
論
（
故
前
川
慧
雲
博
士
の
迩
如
上
人
体
は
其
の
代
表
的
の
も
の
で
あ
る
）
を
破
る
鰯
め
‘
川
來
得

る
限
り
の
史
料
を
紹
介
し
た
が
、
し
か
も
稜
極
的
に
之
れ
を
論
破
す
る
に
は
，
術
史
料
の
不
足
を
感
じ
た
。
然
る
に
共
の
後
瀧
芥
大

蕊
数
挺
禿
氏
友
鮮
氏
に
就
い
て
、
左
の
如
き
韮
如
の
書
世
通
の
席
厘
忽
柵
た
。
予
が
蹄
無
味
代
》
吻
一
撲
研
究
に
手
を
染
凶
し
以
来

二
十
年
間
の
疑
問
の
一
を
明
快
に
解
決
せ
る
貴
重
な
る
史
料
で
あ
る
。
左
に
之
れ
茜
示
き
う
。

八
郎
左
術
門
入
道
殿
蓮
如

…
…
・
・
・
・
…
．
．
…
…
・
・
・
…
…
．
．
…
（
以
上
表
諜
）

尚
々
砲
し
ぞ
ぱ
、
た
れ
に
な
り
，
こ
も
つ
け
ら
れ
候
て
、
と
り
一
Ｌ
可
給
候

○
Ｏ
○
○
○
○
○
０
０
○
０
○
０
○
○
０
０
○
○
つ

去
比
は
長
々
堪
忍
返
々
焼
入
候
、
佃
此
方
事
無
共
斌
候
、
加
州
百
姓
中
へ
弓
矢
参
峡
、
乍
去
近
日
落
居
心
安
候
べ
く
候

○
○
○
○
○
○
○
○
○
０

－
、
彼
太
刀
事
よ
そ
の
人
所
望
候
様
、
了
簡
候
て
可
給
候
、
い
か
や
う
に
も
方
便
候
て
、
た
か
く
候
と
も
、
と
り
た
き
山
た
の

み
候
て
巾
候
可
然
様
に
了
簡
を
せ
ら
れ
候
て
、
可
給
候
、
あ
な
か
し
こ

八
月
廿
六
日
蓮
加
（
花
押
）

眞
慶
御
房

。
…
・
・
・
・
…
．
．
…
・
…
…
：
…
…
…
（
以
上
表
書
）

○
○
○
つ
○
。
○
○
○
○
○
０
０
０
０
つ
○
つ
つ
Ｃ
Ｏ

（
端
書
上
略
）
千
寓
良
他
の
手
よ
り
所
望
候
て
は
．
我
等
生
涯
候
べ
く
候

’

■
■
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｑ
Ｉ
Ｉ
９
ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
■
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
・
’
１
１
１
■
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
・
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Ｊ

信
論
院

蓮

如

ｒ
ｌ
ｆ
ｉ
ｊ
ｉ
Ⅱ
ｆ
０
４
ｌ
凸
■
■
■
日
日
、
‐
４
７
１
３
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
０
Ｉ
田
１
４



Ｏ

先
度
就
太
刀
之
事
．
状
下
候
つ
る
、
下
着
候
や
、
無
左
右
候
問
．
干
蕗
ノ
、
無
心
元
候
、
い
か
や
う
に
も
れ
う
け
ん
候
て
、
あ

だ
い
を
ば
か
ぎ
り
候
ま
じ
く
候
、
何
と
や
う
に
も
．
図
に
て
た
れ
ノ
、
所
望
候
共
、
巾
さ
れ
候
て
、
ぬ
し
に
な
り
た
く
峡
、
是

．
、
○
つ
○
つ
○
○
つ
つ
つ
○
つ

非
に
御
返
事
な
く
候
間
、
迷
惑
い
た
し
候
、
共
鰯
態
人
下
候
へ
、
左
右
ぜ
き
シ
度
候
、
乍
去
是
非
共
に
不
可
叶
候
隣
に
も
候
は

ざ
，
そ
れ
は
無
力
次
錨
候
、
あ
な
か
し
こ

十
月
八
日

蓮
如
（
花
押
）

此
の
文
書
の
年
代
は
信
澄
院
迩
如
と
あ
る
か
ら
、
（
本
願
寺
通
紀
等
に
樵
れ
ば
、
蓮
如
が
泉
州
堺
に
信
澄
院
を
起
し
．
↓
て
こ
に
滞
在

し
て
信
澄
院
と
號
し
た
る
は
。
其
の
晩
年
で
あ
る
）
勿
論
長
享
年
間
に
一
投
が
加
茂
に
蜂
起
せ
る
以
後
の
も
の
で
あ
る
。
故
に
加
焚

の
百
姓
中
へ
弓
矢
〃
逢
っ
て
共
の
一
摸
運
動
を
援
け
て
ゐ
に
事
は
、
農
づ
之
れ
に
依
て
明
白
で
あ
る
と
断
じ
得
る
。
そ
し
て
八
郎
左

術
門
入
道
眞
慶
は
川
舍
に
居
住
す
る
遮
如
の
弟
子
で
あ
ら
う
。
そ
の
弟
一
十
に
是
が
非
で
も
所
望
の
太
刀
を
頁
取
し
て
尚
び
た
い
と
い

ひ
、
そ
の
爲
め
に
は
金
も
惜
ま
な
い
、
暇
笹
つ
い
て
（
方
便
）
で
も
望
み
を
逵
し
た
い
。
若
し
人
に
買
収
さ
る
れ
ぱ
閂
分
は
生
涯
し

よ
う
と
ま
で
極
言
し
て
ゐ
る
の
は
、
共
の
趣
味
が
刀
劒
に
深
か
っ
歩
た
が
爲
め
で
あ
る
ば
か
り
と
は
い
へ
ま
い
。
何
か
の
必
要
に
逼
ら

れ
て
ゐ
だ
の
で
は
な
か
ら
う
か
と
想
像
さ
れ
る
。
詞
↓

こ
富
に
今
一
箇
條
附
言
し
て
吐
き
た
い
こ
と
は
．
迩
如
の
唖
組
織
せ
ら
れ
た
Ⅲ
徒
の
命
川
議
制
的
な
自
治
的
教
伽
の
制
庇
は
、
長
く

維
持
せ
ら
れ
て
、
元
蝿
天
服
の
川
に
至
っ
て
ゐ
る
一
事
で
あ
る
。
術
家
文
垂
門
纂
の
内
に
、
つ
ぎ
の
如
き
年
代
不
明
の
、
十
川
廿
八
日

附
あ
め
秒
上
り
．
曜
岐
糺
介
と
あ
て
た
文
書
の
あ
る
こ
と
を
發
兇
し
た
。
内
群
よ
り
判
断
し
て
上
杉
縦
信
と
北
陸
の
一
向
一
撲
と

の
平
和
の
成
立
し
な
い
以
前
．
即
ち
天
正
二
三
年
前
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
縦
ひ
を
葬
れ
な
い
。
此
の
文
書
の
・
初
め
に

略
黒
時
代
の
宗
敬
一
撲
佃
一

’
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一
向
宗
の
教
閨
の
性
質
、
そ
れ
と
蓮
如
と
の
關
係
に
つ
い
て
は
。
再
び
述
べ
る
必
要
が
な
い
か
ら
，
こ
強
で
は
特
に
宗
内
の
事
怖

を
述
べ
て
、
一
摸
蜂
起
の
事
怖
を
詳
か
に
し
た
い
と
川
心
ふ
・
宗
外
の
事
情
に
つ
墜
Ｌ
は
、
鋪
一
、
腫
宗
内
部
に
於
て
一
向
宗
（
今
特

に
本
願
寺
蓮
如
の
一
流
を
か
く
孵
し
て
お
く
）
と
専
修
寺
眞
慧
の
高
圃
一
蚕
丘
宗
専
修
寺
派
を
今
か
く
稲
し
て
お
く
）
と
の
勢
力
季
、

暗
黒
時
代
の
宗
教
一
撰
四
二

一
、
洲
崎
常
國
就
出
馬
之
隣
、
庇
々
巾
上
候
脆
、
如
噸
被
仰
調
、
被
下
趾
候
段
．
恭
次
維
身
除
候
、
則
御
評
価
名
雌
八
郎
爲
持

。
０
０
つ
０
Ｏ

金
澤
迄
差
盗
候
、
盤
後
方
へ
薪
、
胱
淡
寺
特
集
、
皿
直
談
被
和
渡
候
庭
、
相
意
得
之
』
皿
致
返
事
、
共
後
数
Ⅱ
州
途
細
巾
各
同

○
○
○
○
○

○
○
つ
０
０
０
つ
○
○

句

心
不
巾
候
冊
、
不
及
是
非
之
由
巾
候
、
辿
々
如
此
巾
含
候
も
、
正
而
紐
中
存
分
候
而
者
、
曲
有
川
数
、
聾
一
雨
凪
之
脆
、
組

○
○
○
○
○
二
Ｊ
○

之
粁
内
々
令
談
合
候
へ
ば
、
御
内
證
之
御
直
書
、
於
拝
見
仕
許
、
不
可
有
別
義
旨
巾
候
山
候
而
‐
既
鰹
付
川
世
（
下
略
）

と
あ
り
、
此
文
書
た
百
一
通
に
し
て
、
何
唯
に
あ
り
し
文
諜
か
見
餅
す
ら
立
た
な
い
。
併
し
後
段
の
文
面
を
参
考
せ
ば
，
文
諜
の
差

川
人
は
越
中
の
一
向
宗
徒
に
し
て
、
上
杉
氏
の
侭
入
に
際
し
、
援
助
の
爲
め
加
斑
一
向
宗
教
剛
の
指
排
考
の
一
人
な
る
洲
崎
某
な
る

も
の
に
出
陣
を
と
う
た
が
、
其
の
教
幽
（
組
）
が
含
議
（
談
合
）
の
結
果
、
容
易
に
一
決
せ
ざ
る
事
備
を
知
る
の
で
あ
る
。
洲
崎
氏

は
蓮
如
常
時
よ
り
加
賀
の
一
向
教
削
の
主
宰
群
の
一
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
織
哩
時
代
に
至
２
Ｌ
も
、
猫
ほ
勢
力
ぜ
維
持
し
、
共
の
教

閣
の
合
議
制
の
如
き
事
も
、
依
然
と
し
て
維
持
せ
ら
れ
て
ゐ
た
こ
と
は
一
投
史
上
山
み
な
ら
ず
、
我
が
職
図
時
代
の
民
政
史
上
，
頗

る
興
味
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
叉
以
て
蓮
如
の
教
閏
組
織
が
い
か
に
時
世
に
適
し
か
つ
信
仰
に
よ
る
結
束
の
い
か
に
合
理
的
な
り
し
か

を
恩
は
し
め
る
に
十
分
で
あ
る
。

第
三
節
北
國
一
摸
の
直
接
誘
引

’



｡

第
二
、
國
内
守
護
雨
家
の
抗
争
、
第
三
、
岡
内
に
於
け
る
複
雑
な
る
莊
悶
關
係
等
を
あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
ご
眞
慧
は
本
願
寺
に
あ
ら
は
れ
た
蓮
如
と
，
略
ぽ
時
ど
同
じ
う
し
て
下
野
尚
田
専
修
寺
に
あ
ら
は
れ
た
。
眞
慧
も
亦
時
世
の

生
ん
だ
一
傑
物
で
あ
っ
た
。
専
修
専
は
親
驚
の
直
弟
眞
佛
、
瓢
知
等
の
附
く
所
、
鎌
倉
時
代
の
末
か
ら
、
吉
野
時
代
に
か
け
て
の
、

關
東
方
面
に
於
け
る
庭
宗
教
閏
の
一
中
心
で
あ
っ
た
。
眞
慧
は
専
修
寺
先
代
定
瓢
の
一
小
な
り
Ｌ
」
い
ふ
説
（
本
願
寺
通
紀
）
あ
れ
ど
信

ぜ
ら
れ
ず
、
眞
慧
以
前
に
於
て
は
、
専
修
寺
は
朝
廷
か
ら
は
勿
論
、
武
家
か
ら
も
何
の
待
遇
も
受
け
て
ゐ
な
い
。
然
る
に
眞
栽
の
時

に
至
り
遮
か
に
公
卿
と
の
關
係
親
密
と
な
り
‐
僻
に
葉
室
家
と
の
關
係
始
り
。
総
旨
、
御
教
書
等
の
専
修
寺
文
丼
に
兇
ゅ
る
も
、
皆

眞
慧
に
始
る
。
思
ふ
に
彼
れ
は
公
卿
の
出
身
に
し
て
定
顯
の
弟
子
と
な
り
、
商
川
専
修
寺
を
つ
い
だ
も
の
で
は
な
か
ら
ぅ
か
。
こ
れ

専
修
寺
が
眞
慧
に
依
て
伊
勢
一
身
川
に
移
さ
る
種
に
至
る
鋪
一
の
逵
因
で
あ
ら
う
。
本
願
寺
迩
紀
に
、
腫
栽
は
長
幟
三
年
北
側
に
教

化
す
と
あ
り
、
寛
聖
ハ
年
専
修
寺
を
伊
勢
一
身
川
に
移
し
た
。
之
よ
り
先
、
専
修
寺
は
延
暦
寺
の
東
塔
の
末
寺
、
本
願
寺
は
同
西
塔

の
末
寺
と
い
ふ
名
儀
に
於
か
れ
て
あ
っ
た
。
（
越
前
高
川
宗
の
法
雲
寺
文
書
）
こ
輯
で
末
寺
と
い
ふ
名
儀
は
毎
年
末
寺
銭
を
剛
寺
か
ら

延
旛
寺
に
出
し
て
堂
塔
の
存
立
を
認
め
ら
れ
た
に
過
ぎ
な
い
。
宗
意
信
仰
は
延
暦
寺
所
仰
の
天
台
兼
と
異
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。

寛
醒
ハ
年
正
月
八
日
「
西
塔
院
勅
願
不
断
経
衆
人
」
等
が
本
願
寺
が
無
尋
光
の
憩
類
を
率
ゐ
て
枇
暴
を
な
す
を
以
て
、
辿
か
に
同
寺

を
破
却
す
べ
き
こ
と
を
決
議
し
、
西
塔
院
執
行
代
慶
純
か
ら
七
月
二
日
に
こ
れ
を
本
願
寺
に
移
牒
し
た
。
（
推
林
集
所
載
文
書
）
専
修

寺
文
諜
の
中
に
寛
正
六
年
乙
酉
六
月
日
付
け
で
、
下
野
園
専
修
寺
末
寺
越
前
剛
門
徒
巾
識
言
上
す
と
い
ふ
、
延
暦
寺
に
致
し
た
と
思

は
る
芦
文
書
が
あ
る
。
内
存
は
右
門
徒
は
無
等
光
の
紳
法
を
鯛
す
も
の
で
な
く
，
法
然
以
来
の
一
向
専
修
の
門
徒
で
あ
っ
て
，
無
尋

光
の
憩
類
の
御
征
伐
を
「
令
し
悦
耳
」
で
の
り
、
守
謹
に
於
て
も
，
我
れ
等
に
對
し
述
飢
を
な
す
べ
か
ら
ざ
る
旨
成
敗
を
川
へ
ら
れ
た

暗
黒
時
代
の
宋
敏
一
挟
剛
三



I

啼
黒
峠
代
の
宗
教
一
渓
阿
叫

か
ら
、
彼
れ
此
れ
混
同
せ
ら
れ
ぬ
や
う
に
と
い
ふ
意
味
の
こ
と
を
言
上
し
て
ゐ
る
。
之
れ
に
對
し
て
同
年
七
川
二
日
西
塔
院
執
行
代

度
順
、
七
月
廿
七
日
附
本
院
執
行
代
春
彦
パ
東
塔
執
行
代
）
七
月
六
日
附
け
械
川
別
餅
代
等
（
延
藝
？
）
か
ら
専
修
寺
に
あ
て
、
無
号

光
の
愚
類
に
あ
ら
ざ
る
を
以
て
先
規
の
如
く
に
安
堵
す
べ
き
こ
と
を
通
牒
し
た
文
書
が
同
文
書
中
に
あ
る
。
恐
ら
く
専
修
寺
か
ら
多

額
の
金
船
を
三
塔
へ
逢
っ
て
運
動
す
る
所
あ
っ
た
も
の
で
あ
ら
う
。
そ
れ
は
と
に
か
く
此
の
文
面
に
依
て
一
向
高
川
雨
流
の
相
反
ｎ

は
専
修
寺
の
西
郷
以
前
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
が
明
白
で
あ
る
。
そ
し
て
本
願
寺
は
破
却
せ
ら
れ
て
蓮
如
は
北
岡
に
其
根
礁
を
遜

さ
ん
と
す
る
に
際
し
、
眞
慧
は
此
の
年
其
の
本
寺
を
伊
勢
に
移
し
、
つ
い
で
上
方
に
も
別
院
を
た
て
る
の
で
あ
る
。
こ
蚤
で
蛾
も
注

意
す
べ
き
こ
と
は
、
無
尋
光
の
愚
類
に
あ
ら
ざ
る
雛
明
書
を
比
叡
山
に
致
し
た
の
が
越
前
の
高
田
流
の
門
徒
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
高
田
宗
の
勢
力
の
中
心
が
當
時
越
前
に
あ
り
、
越
前
の
Ｍ
門
徒
が
最
も
激
し
く
一
向
家
と
相
容
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
明
か
に
す

る
も
の
と
い
は
ね
ば
な
ら
な
い
。
尋
で
文
明
四
年
眞
慧
は
恕
正
流
義
抄
二
審
．
願
念
佛
安
心
弾
付
抄
を
あ
ら
は
し
た
の
も
．
暗
に
一

向
宗
に
對
抗
し
た
も
の
で
あ
ら
う
。
眞
慧
の
寂
後
に
於
け
る
越
前
の
同
宗
の
門
徒
の
勢
力
が
、
い
か
に
同
宗
内
に
亜
要
性
を
称
し
て

ゐ
た
か
を
語
る
も
の
が
あ
る
。
永
正
九
年
興
慧
は
蓮
如
に
逓
れ
る
こ
と
十
除
年
に
し
て
入
寂
し
た
。

然
る
に
眞
慧
の
後
は
應
眞
．
眞
智
の
二
人
、
専
修
寺
の
住
持
幟
を
手
ひ
、
永
正
九
年
十
一
月
二
十
四
日
、
縮
旨
を
眞
智
に
賜
は
っ

て
専
修
寺
住
持
職
を
安
堵
せ
ら
れ
た
。
こ
葛
に
叉
其
の
姫
年
二
〃
二
十
三
日
、
叉
雁
瞳
上
人
に
紬
旨
を
賜
っ
て
同
寺
の
住
持
職
と
定

め
ら
れ
た
。
（
専
修
寺
文
書
）
こ
の
時
眞
智
は
越
前
に
あ
り
、
越
前
四
筒
寺
（
勝
葵
寺
、
専
光
寺
、
西
光
寺
、
事
西
寺
）
は
之
を
奉
じ

後
大
永
二
年
雨
者
和
睦
成
立
せ
る
後
も
、
越
前
方
面
の
雨
難
は
猫
ほ
融
和
し
な
か
っ
た
（
専
修
寺
文
書
）
越
前
の
守
護
朝
介
氏
は
耐

者
の
間
に
立
っ
て
奔
走
し
た
や
う
で
あ
る
（
専
修
寺
文
書
）
本
願
寺
通
紀
に
錬
れ
ば
、
雌
度
の
母
は
富
樫
氏
の
女
な
り
と
あ
る
。

I
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下
野
國
志
に
眞
知
は
越
前
熊
坂
に
退
く
と
あ
り
、
熊
坂
は
越
前
と
加
黄
の
國
境
近
く
、
吉
崎
の
略
ぽ
北
に
徴
る
。
天
文
日
記
、
天

文
九
年
五
月
一
日
の
條
に
、
東
編
寺
領
加
賀
國
熊
坂
莊
と
あ
り
、
専
修
寺
一
時
熊
坂
に
移
る
と
徳
ふ
ろ
も
の
あ
り
（
専
修
寺
内
部
の

史
料
に
此
の
説
な
し
）
或
は
吉
崎
坊
の
あ
っ
た
吉
崎
に
近
い
熊
坂
に
根
擴
を
溢
い
た
も
の
か
も
知
れ
な
い
。
之
れ
に
依
て
高
田
一
流

の
北
閣
に
於
け
る
勢
力
は
越
前
か
ら
西
部
加
賀
に
及
び
、
當
樫
泰
高
の
勢
力
の
範
幽
に
最
も
接
近
し
て
ゐ
る
の
で
、
夙
く
か
ら
蓮
如

と
一
向
宗
の
一
流
と
は
對
抗
的
に
あ
っ
た
こ
と
以
上
の
如
く
で
あ
る
。

（
二
）
富
樫
氏
に
於
け
る
下
克
上
の
争
闘
は
、
應
仁
前
後
か
ら
頗
る
一
般
と
な
る
將
軍
家
及
び
其
の
以
下
の
諾
大
名
中
に
於
け
る

同
性
質
の
争
闘
の
先
駆
を
な
す
も
の
と
云
っ
て
よ
い
。
則
ち
こ
れ
に
つ
い
で
風
山
氏
、
斯
波
氏
、
將
軍
足
利
氏
．
小
笠
原
氏
等
の
内

証
の
先
駆
を
な
し
嘱
既
に
看
聞
日
記
嘉
吉
三
年
二
月
一
千
八
日
の
條
に
擦
れ
ば
、
岱
樫
教
家
、
泰
高
兄
弟
相
手
ひ
，
畠
山
持
剛
は

教
家
を
援
け
、
諸
大
名
雨
蕪
に
分
れ
て
雨
者
を
援
け
、
既
に
争
闘
悶
内
に
勃
發
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
越
前
の
守
謹
斯
波
持
種
は
泰

高
を
援
け
、
文
安
三
年
九
月
教
家
を
越
中
に
逐
っ
た
。
後
間
も
な
く
教
家
死
し
、
子
成
不
つ
い
で
泰
商
に
對
抗
し
た
。
文
安
四
年
五

月
幕
府
は
成
存
泰
高
を
し
て
各
牛
箇
國
の
守
誰
と
し
た
。
か
く
し
て
守
謹
は
國
内
淌
安
を
か
へ
り
み
る
能
は
ざ
る
の
み
か
，
自
ら
守

ら
ん
が
爲
め
，
あ
ら
ゆ
る
力
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
の
ば
世
風
で
あ
る
と
云
っ
て
も
よ
い
。
密
樫
雨
流
は
そ
れ
人
～
興
朱
の
一
向
、

高
田
の
雨
流
の
激
闘
を
利
用
し
よ
う
と
し
、
雨
流
の
教
囲
は
叉
此
の
争
闘
を
利
川
し
て
克
上
せ
ん
と
す
る
の
も
亦
世
風
で
あ
つ
だ
。

泰
高
の
家
は
能
美
郡
御
幸
塚
に
あ
り
、
成
春
の
家
は
布
川
郡
野
々
市
（
金
澤
市
外
）
に
あ
っ
た
。
此
の
季
間
に
つ
但
Ｌ
は
費
越
剛
恭

記
、
越
溌
費
三
州
志
等
に
そ
の
経
過
を
叙
す
と
雌
も
、
一
々
確
む
べ
き
史
料
が
な
い
。

（
三
）
本
願
寺
證
如
（
光
教
）
の
天
文
日
記
（
或
は
光
教
日
記
と
い
ふ
、
簸
近
公
刊
し
て
石
山
本
願
寺
日
記
と
題
す
）
に
附
城
せ

暗
黒
暗
代
の
宗
教
一
撲
、
五

恥
印
増

’I



1

啼
黒
時
代
の
宗
故
一
撲
四
六

る
「
天
文
二
年
巳
來
記
之
、
加
迩
本
家
領
柵
付
日
記
」
及
び
「
天
文
五
、
加
黄
所
々
知
行
被
巾
趣
、
又
巾
付
方
祀
之
邪
」
の
二
つ
の

記
録
（
公
刊
の
石
山
本
願
寺
日
記
に
は
之
れ
を
載
せ
て
ゐ
な
い
の
は
進
だ
惜
む
べ
き
こ
と
で
あ
る
）
は
徴
時
の
加
焚
岡
内
に
於
け
る

公
武
寺
祗
の
荘
園
私
領
が
い
か
に
複
雑
で
あ
っ
た
か
を
如
涯
に
語
る
も
の
で
あ
る
。
加
茂
以
外
の
國
々
に
於
て
も
、
之
れ
と
同
様
の

事
情
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
、
加
費
以
外
に
つ
い
て
こ
れ
を
究
む
べ
き
史
料
が
な
い
。
藩
し
天
文
前
後
諸
幽
に
起
っ
た
牽
族
の
家
覗
日

記
と
い
ふ
も
の
が
存
在
す
る
な
ら
ば
、
之
れ
等
の
事
怖
が
自
ら
明
か
に
な
る
わ
け
で
あ
る
が
、
さ
う
し
た
も
の
は
、
此
の
天
文
Ⅱ
記

を
除
い
て
は
、
他
脾
些
も
な
い
の
で
あ
る
。
特
に
娘
ま
め
で
あ
っ
た
誰
如
が
、
私
仙
に
鮒
す
る
二
つ
の
ま
と
め
た
犯
鋒
を
通
し
て
お

い
た
こ
と
は
、
戦
國
時
代
に
於
け
る
諸
幽
の
荘
悶
私
伽
の
状
態
を
知
る
に
非
常
な
拠
血
を
得
る
④
で
あ
る
。

長
享
二
年
一
撲
蜂
起
し
て
略
ぽ
加
茂
を
占
領
し
て
以
来
、
本
願
寺
の
加
茂
統
淌
樅
は
追
々
走
り
‐
天
文
初
め
の
大
一
投
小
一
撲
の

争
闘
後
、
本
願
寺
は
碓
蚕
に
加
変
を
支
配
す
る
や
う
に
な
っ
た
。
天
文
二
年
よ
り
岡
四
年
に
至
る
皇
で
、
證
如
が
加
蛮
の
莊
悶
や
私

領
に
淵
し
て
其
の
所
有
者
よ
り
の
交
渉
に
雁
じ
て
共
の
所
有
椎
を
承
認
す
る
よ
う
命
令
を
加
費
に
發
し
た
記
録
が
、
天
文
二
年
已
來

の
謂
付
日
記
で
あ
る
。
之
れ
に
よ
れ
ば
天
文
二
年
に
は
僅
か
に
通
玄
寺
殿
に
對
し
て
白
山
麓
の
本
領
を
謂
付
け
た
に
過
ぎ
な
い
。
そ

の
翌
天
文
三
年
に
は
山
門
パ
比
叡
Ⅲ
）
東
禰
寺
，
中
院
⑲
北
野
梅
松
院
、
安
樂
光
院
、
慈
毒
院
（
九
條
殴
妹
子
と
あ
り
）
豆
條
、
梶
井

門
跡
等
の
九
所
、
翌
天
文
四
年
に
は
七
術
所
よ
り
受
け
た
領
地
の
交
渉
に
應
じ
て
ゐ
る
。
而
し
て
天
文
五
年
に
至
り
、
天
文
元
年
以

來
の
畿
内
の
一
撲
争
岡
が
解
決
せ
ら
れ
、
天
文
江
年
八
月
十
九
日
幕
府
は
證
如
の
罪
を
赦
し
，
本
願
寺
と
幕
府
と
の
和
睦
成
る
や
、

其
の
月
よ
り
同
年
十
二
月
に
至
る
洲
に
、
證
如
が
寺
砒
よ
り
受
け
た
る
交
渉
は
約
三
十
流
件
、
同
じ
く
武
家
よ
り
約
二
十
二
件
、
公

家
よ
り
五
件
で
あ
る
。
そ
し
て
證
如
は
大
方
そ
れ
等
の
加
費
に
於
け
る
他
家
の
私
領
を
復
奮
す
べ
き
ょ
う
，
命
を
加
焚
に
發
し
て
ゐ

I



ろ
。
小
さ
な
加
変
に
斯
の
如
く
多
く
の
者
の
私
有
地
が
復
雑
に
作
在
せ
る
こ
と
は
．
守
護
の
統
治
が
頗
る
困
雌
で
あ
っ
た
こ
と
を
想

像
せ
し
め
る
に
十
分
で
は
な
か
ら
う
か
。
況
ん
や
守
誰
常
樫
氏
が
雨
家
に
分
裂
し
て
ゐ
て
は
國
内
の
守
謹
の
勢
力
は
噸
る
薄
弱
で
あ

っ
た
に
相
逹
な
い
。
國
内
の
軍
事
馨
察
は
剛
る
不
安
な
も
の
で
あ
っ
た
に
相
達
な
い
。
そ
し
て
漸
く
地
方
に
對
し
て
勢
力
の
皆
無
に

な
り
か
け
て
ゐ
る
公
卿
や
武
人
や
寺
祇
が
、
己
れ
の
所
有
地
に
對
す
る
統
治
力
も
頗
る
微
弱
な
も
の
で
あ
っ
た
ら
う
。
か
く
し
て
其

の
領
民
は
、
何
に
依
て
自
ら
を
守
っ
た
で
あ
ら
う
か
。

時
に
一
向
宗
の
教
囲
は
単
な
る
信
仰
の
教
囲
で
あ
る
に
止
斗
ま
り
得
た
で
あ
ら
う
か
。
盲
目
で
も
一
撲
し
て
起
る
が
時
世
の
得
ひ
で

あ
っ
た
。
山
伏
も
削
艘
の
力
に
よ
っ
た
。
盗
賊
も
剛
隈
を
組
織
す
る
を
便
宜
と
し
た
。
そ
れ
は
自
ら
生
き
ん
が
爲
め
で
あ
っ
た
。
一

向
宗
の
教
圏
は
蕊
に
精
祁
生
派
に
生
き
る
が
爲
め
の
も
の
で
あ
り
得
た
で
あ
ら
う
か
。
か
う
し
た
時
世
に
は
花
よ
り
朋
子
が
大
切
で

あ
っ
た
。
精
肺
生
活
の
幟
を
以
て
準
し
ろ
肉
艘
生
活
の
総
に
か
へ
る
の
が
人
怖
で
あ
る
。
す
で
に
蓮
如
の
時
分
に
於
て
す
ら
其
の
勢

が
あ
っ
た
。
明
應
七
年
二
月
二
十
五
Ｈ
蓮
如
が
「
毎
剛
雨
庇
講
衆
中
へ
」
と
宛
て
た
文
章
中
に
日
は
く
、
（
教
剛
は
組
と
も
い
ひ
、
講

中
と
も
い
ひ
、
郡
の
衆
と
い
ふ
の
も
あ
っ
た
。
哲
輔
「
蓮
如
上
人
と
一
撲
運
動
」
参
看
）
「
近
年
ハ
イ
ヅ
ク
ニ
モ
寄
合
ノ
ト
キ
ハ
タ
、
、
、

禰
飯
茶
ナ
ン
ド
、
ハ
ヵ
リ
ニ
テ
、
『
ヒ
ナ
ノ
、
退
散
セ
リ
、
コ
レ
ハ
佛
塗
の
本
意
ニ
ハ
シ
カ
ル
ベ
ヵ
ラ
ザ
ル
次
第
な
り
、
」
（
帖
内
文
章
）

と
あ
り
、
安
心
の
談
合
よ
り
も
，
經
濟
政
治
の
談
合
が
念
で
あ
っ
た
ら
う
。
酒
飯
茶
ば
か
り
に
て
退
散
す
る
と
い
ふ
は
太
平
無
事
の

日
の
こ
と
で
あ
る
。
今
日
を
如
何
に
す
る
か
の
時
、
明
日
を
も
知
ら
ぬ
冠
光
朝
露
の
人
生
を
思
う
て
、
後
生
の
一
大
事
を
談
合
す
る

に
あ
ら
ざ
れ
ぱ
、
生
を
守
り
命
を
謎
る
談
合
の
外
何
も
の
も
あ
る
ま
い
。
世
上
の
な
ら
ひ
・
切
り
取
り
弧
取
り
の
暗
黒
時
代
の
世
態

に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
は
餅
然
で
あ
っ
た
が
、
わ
け
て
宗
派
的
闘
争
あ
り
、
政
治
的
混
乱
あ
り
、
經
濟
的
に
復
雑
で
あ
っ
た
加
賀
に
於

暗
黒
岬
代
の
罐
敦
一
挟
門
七

｜
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二
）
加
賀
長
享
二
年
の
一
向
一
榛
勃
興
以
前
に
於
け
る
北
國
の
一
鋳
の
紛
飢
に
つ
い
て
は
加
越
闘
争
記
、
越
奈
奨
三
州
古
、

縦
本
朝
通
鑑
等
に
詳
か
で
あ
る
。
則
ち
文
明
六
年
、
同
十
八
年
剛
度
蜂
起
の
事
を
僻
へ
て
ゐ
る
。
然
る
に
之
れ
を
碓
む
く
首
世
接
北

國
方
面
の
事
に
及
べ
る
有
力
な
史
料
が
な
い
。
六
年
の
蜂
起
に
就
墜
Ｌ
は
蓮
如
の
文
章
を
見
て
も
三
州
志
の
記
事
必
か
し
も
梁
つ
く

き
で
な
い
ｃ
蓮
如
の
吉
崎
建
立
は
文
明
三
年
に
あ
り
．
す
で
に
共
の
翌
年
に
は
諸
方
の
排
盤
を
受
け
た
る
が
如
く
、
文
明
四
年
に
は

吉
崎
登
山
を
禁
じ
た
。
（
帖
内
文
章
）
す
で
に
し
て
其
の
翌
文
明
九
年
十
月
日
に
は
、
紗
に
「
於
二
佛
法
一
拾
二
一
命
『
可
合
戦
之
由
」

吉
崎
坊
内
の
衆
議
一
決
す
る
に
至
っ
た
。
故
に
三
州
志
に
鰈
れ
ぱ
寓
樫
政
親
（
成
春
の
後
嗣
）
を
攻
撃
せ
ん
と
す
る
を
知
っ
た
政
親

は
、
同
年
三
月
二
十
八
日
、
念
に
吉
崎
を
攻
め
落
し
、
越
前
に
俊
入
し
一
Ｌ
藤
島
の
超
勝
寺
（
蓮
如
の
女
は
超
勝
寺
蓮
超
の
室
）
を
焼

亡
ぼ
し
．
加
蛮
國
内
の
一
向
宗
門
徒
を
殺
識
し
た
と
あ
る
。
超
勝
寺
を
攻
め
た
め
は
、
蓋
し
越
前
の
尚
田
門
徒
の
企
で
あ
っ
た
で
あ

時
照
昨
代
の
宗
敬
一
挟
四
ハ

て
は
、
殊
に
そ
れ
は
常
然
で
あ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
さ
れ
ば
彼
の
教
團
は
倫
俗
に
限
ら
ず
、
自
己
の
防
衞
の
爲
め
に
は
本

願
寺
の
命
令
を
拒
み
し
こ
と
あ
る
も
常
然
と
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

富
樫
雨
家
の
手
ひ
と
一
向
、
高
岡
雨
流
の
宗
派
的
闘
争
と
が
錯
綜
し
た
。
泰
高
の
家
は
其
の
根
擦
地
が
加
賀
西
部
に
あ
り
、
比
較

的
に
高
川
宗
の
多
か
っ
た
同
地
方
及
び
高
田
宗
の
絶
對
優
勢
で
あ
っ
た
上
思
は
る
Ｅ
越
前
を
背
景
と
す
る
結
果
高
川
宗
に
便
ら
う
と

し
、
高
田
宗
の
門
徒
は
其
の
力
を
借
り
て
一
向
宗
門
徒
に
對
抗
し
よ
う
と
し
，
富
樫
成
春
の
家
と
一
向
宗
と
が
和
結
ん
で
之
れ
に
倣

っ
た
。

第
四
節
一
撲
の
擴
大
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ら
う
。
而
し
て
政
親
吉
崎
を
討
つ
と
い
ふ
は
、
地
理
的
に
見
て
も
合
黙
し
難
き
黙
あ
り
、
之
れ
等
騒
動
の
内
容
は
遼
か
に
信
じ
離
い

が
、
富
樫
氏
の
土
民
座
迫
の
こ
と
が
念
に
激
し
く
な
り
、
爲
め
に
争
闘
の
勃
興
せ
し
こ
と
は
信
ず
べ
き
も
の
強
如
く
で
あ
る
。
叉
文

明
十
八
年
の
土
民
脅
睡
の
こ
と
に
つ
い
て
は
更
ら
に
確
む
く
き
も
の
は
な
い
が
、
さ
り
と
て
否
定
も
し
難
い
。
佛
光
寺
の
文
書
に
擦

れ
ば
却
て
文
明
十
三
、
四
年
の
頃
一
撲
の
爲
め
術
樫
氏
は
没
落
し
て
経
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
と
思
は
れ
る
。
同
寺
文
書
に
「
文

明
十
三
年
十
一
月
三
日
‐
山
門
大
講
堂
集
會
議
、
可
早
被
啓
逹
畠
山
殿
事
」
と
い
ふ
文
書
あ
り
‐
内
容
は
先
年
（
寛
正
六
年
）
本
願

寺
破
却
の
際
．
佛
光
寺
も
同
断
に
虎
す
べ
か
り
し
も
、
同
寺
は
妙
法
院
門
跡
の
候
人
な
り
と
い
ふ
の
故
を
以
て
、
使
か
に
之
を
許
し

た
が
、
素
ｂ
其
の
諾
法
的
言
行
は
、
厳
に
之
れ
を
制
止
し
た
の
で
あ
る
。
然
る
に
猫
ほ
以
て
之
れ
を
張
行
す
る
が
故
に
、
変
州
一
國

は
既
に
無
主
の
國
と
な
り
，
土
民
の
族
通
行
を
致
す
こ
と
は
、
亡
幽
と
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
武
し
く
佛
光
寺
の
住
持
、
本
尊
以
下

を
山
門
に
引
渡
し
、
器
川
の
者
を
以
て
同
寺
の
住
幟
と
な
す
く
し
云
々
と
訴
ふ
る
こ
と
を
決
議
し
た
。
（
佛
光
寺
文
書
）
文
明
十
四
年

卯
月
二
十
六
日
、
彼
れ
等
は
秤
ぴ
妙
法
院
門
跡
に
對
し
、
佛
光
寺
の
近
江
に
散
在
せ
る
末
寺
等
を
放
逐
す
べ
き
ょ
う
剛
方
（
六
角
氏

方
を
さ
す
な
ら
ん
）
へ
命
じ
た
。
叉
本
願
寺
の
無
号
光
の
挫
独
に
投
じ
た
る
伽
光
寺
の
住
持
花
恩
院
を
放
逐
し
て
、
兄
弟
の
内
正
法

發
起
の
者
を
住
持
と
な
す
く
し
云
々
と
訴
ふ
る
こ
と
を
決
議
し
た
。
（
佛
光
寺
文
書
）
同
年
八
月
に
三
度
同
門
跡
に
同
様
の
こ
と
を
訴

ふ
る
こ
Ｌ
ｒ
ｌ
を
決
議
し
た
。
其
の
決
議
文
中
に
「
近
年
賀
州
爲
艘
、
．
遜
伏
剛
勢
之
亜
職
、
爲
無
主
叫
、
土
民
之
族
致
迩
行
、
拝
武
將
守
護

○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

職
同
輩
之
所
存
之
條
、
下
刻
（
克
）
上
基
、
蒋
日
月
泥
土
、
道
理
可
爲
眼
前
」
と
あ
る
。
（
佛
光
寺
文
書
）
老
ふ
る
に
文
明
十
八
年
に

も
諸
書
の
仰
ふ
る
が
如
き
零
闘
あ
り
し
な
ら
ん
も
、
文
明
十
二
、
三
年
の
醜
既
に
寓
樫
氏
は
却
て
土
雌
の
爲
め
に
抑
へ
ら
れ
、
川
合

洲
崎
な
ど
い
ふ
守
謹
の
家
臣
に
も
あ
ら
ざ
る
土
民
が
、
价
俗
の
率
ゆ
る
大
小
の
自
治
的
教
團
を
背
紮
と
し
，
焚
州
三
簡
寺
の
大
坊
主

陪
黒
昨
代
の
宗
政
一
雛
四
九
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蔭
凉
軒
日
鎌
に
は
越
前
よ
り
柑
樫
氏
を
援
け
る
援
軍
を
加
焚
に
進
準
せ
し
む
る
所
あ
り
し
も
、
一
投
の
衆
二
十
曲
に
達
し
、
六
月

九
日
常
樫
城
陥
落
し
た
と
あ
る
。
三
州
志
に
擁
れ
ぱ
一
投
蜂
起
と
と
も
に
越
中
、
能
登
、
越
前
の
諸
幽
へ
兵
を
川
す
と
あ
り
、
叉
此

の
三
月
政
親
は
野
々
市
よ
り
高
尾
の
新
城
に
移
る
と
あ
り
、
案
守
る
に
政
親
は
新
要
害
に
援
て
、
大
筆
し
て
一
投
衆
を
嘩
迫
せ
ん
と

し
．
能
登
の
畠
山
氏
、
越
中
の
遊
佐
氏
、
越
前
朝
倉
氏
の
援
兵
を
乞
ひ
心
一
翠
に
勝
を
制
せ
ん
と
し
て
却
て
失
敗
し
、
城
陥
り
て
仰

玖
す
る
に
至
り
し
も
の
で
あ
ら
う
。
変
隆
公
記
、
尚
通
公
祀
に
は
越
中
も
亦
一
撲
の
支
配
す
る
所
と
な
り
、
同
國
内
の
寺
祗
の
所
領

は
返
還
せ
ち
る
く
し
と
云
ふ
意
味
の
期
を
戦
竺
Ｌ
ゐ
る
。
三
州
志
等
に
は
蛾
の
經
過
を
叙
す
る
こ
と
詳
か
な
れ
ど
、
今
之
れ
を
詳
説

す
る
の
必
要
を
見
な
い
。
文
明
十
二
三
年
以
来
勃
興
し
て
來
れ
る
加
州
の
一
撲
は
長
享
の
騒
動
を
經
て
ま
す
／
、
下
克
上
の
大
勢
を

固
め
、
延
徳
、
明
應
を
經
て
永
正
年
巾
に
至
る
や
、
大
に
越
前
、
越
中
方
面
に
も
其
の
禅
鳴
考
を
見
出
す
に
至
っ
た
。

．
（
二
）
越
前
越
前
に
於
て
も
下
克
上
の
運
動
は
熾
ん
で
あ
っ
た
。
同
國
の
守
護
斯
波
氏
の
被
宙
甲
斐
、
朝
倉
の
二
氏
は
剛
内
に

於
て
妓
も
勢
力
あ
り
、
つ
ひ
に
斯
波
氏
の
勢
力
を
駆
逐
し
て
朝
倉
氏
は
越
前
守
護
と
な
っ
た
。
併
し
甲
斐
氏
の
礎
瀧
猫
ほ
絶
え
か
。

畔
の
慨
ひ
朝
念
氏
に
も
亦
内
一
江
あ
り
て
一
族
分
裂
闘
争
し
，
朝
倉
元
最
は
水
正
元
年
よ
り
越
前
に
歸
っ
て
兵
を
塞
げ
、
甲
斐
氏
の
無

暗
黒
時
代
の
宗
放
一
挟
五
０

分
の
者
共
Ｌ
」
と
も
に
、
國
政
を
通
行
し
て
，
無
守
謹
の
函
と
し
、
以
て
下
克
上
の
韮
を
定
め
た
も
の
で
あ
ら
う
。
緬
本
朝
迩
鑑
，
三

州
志
，
加
越
剛
手
記
、
梗
武
感
謝
状
組
の
如
き
、
後
人
の
編
み
た
る
も
の
に
は
長
享
三
年
に
至
り
始
め
て
、
一
撲
が
加
州
を
占
領
す

る
が
如
く
に
徳
ふ
る
は
反
棚
で
あ
る
ま
い
。
長
享
二
年
の
一
撲
の
大
勃
發
は
、
文
明
十
二
、
三
年
に
、
既
に
加
州
の
支
配
樅
を
納
め

た
る
一
撲
の
勢
力
に
對
す
る
反
動
運
動
で
あ
っ
た
ち
う
と
愚
考
す
る
。
蔭
凉
軒
日
鋒
、
疫
隆
公
記
の
如
き
確
か
の
も
の
に
は
魁
老
を

肯
定
せ
し
む
べ
き
も
の
が
あ
る
。

’
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之
れ
に
應
じ
た
が
、
再
び
朝
倉
貞
景
に
敗
ら
れ
て
能
登
に
退
い
た
。
此
の
混
飢
は
加
州
に
於
け
る
と
形
勢
に
似
た
も
”
が
あ
る
。
此

の
時
土
民
の
教
團
は
そ
れ
人
、
擦
る
べ
き
も
の
に
依
て
向
上
し
よ
う
と
す
る
。
雨
難
は
叉
之
れ
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
。
こ
強
に
於

て
元
景
及
び
甲
斐
氏
は
、
一
向
教
團
を
曳
き
、
貞
景
は
高
田
敦
閏
を
利
用
し
よ
う
と
し
た
。
宣
胤
卿
記
に
は
、
氷
正
三
年
六
月
士
一
百

一
向
宗
と
甲
斐
牢
人
と
が
峰
起
し
て
、
朝
倉
の
爲
め
に
征
服
せ
ら
れ
、
死
者
一
禽
人
に
逹
し
た
と
あ
る
。
朝
倉
宗
滴
話
記
、
朝
倉
記
、

朝
方
始
末
起
及
び
三
州
志
加
越
闘
争
記
に
擦
れ
ば
越
中
諸
寺
．
能
登
一
宮
の
大
坊
主
越
前
藤
脇
の
超
勝
毒
和
田
の
本
攝
等
等
恥

加
賀
一
榛
を
中
心
と
し
て
．
甲
斐
氏
等
の
残
蕪
と
が
加
越
國
境
の
東
西
に
戦
ひ
、
一
撲
大
に
敗
れ
．
戦
は
八
月
に
至
て
止
ま
な
か
っ

た
。
加
賀
越
前
の
對
抗
は
雨
國
の
通
路
を
遮
断
し
加
賀
、
越
中
、
能
登
に
散
在
す
る
荘
園
の
貢
租
が
上
方
に
届
か
ぬ
こ
と
に
な
り
、

幕
府
は
永
正
十
五
年
雨
者
を
和
解
せ
し
め
た
。
此
の
手
飢
に
際
し
て
、
高
田
教
幽
の
活
動
し
た
こ
と
を
鱒
ふ
る
有
力
な
る
史
料
は
左

の
一
通
で
あ
る
。

所
々
買
得
分
事
、
以
前
出
一
行
、
去
永
正
三
年
一
撲
峰
起
之
時
紛
失
云
々
、
其
目
録
封
裏
誌
、
任
當
知
行
之
旨
、
不
可
相
達

之
訴
如
件

永
正
七
年
十
二
月
十
八
日

貞
景
（
祗
拝
）
‐

瀧
谷
寺
吉
群
坊
．
（
瀧
谷
寺
文
書
）

（
三
）
越
中
及
越
後
越
中
の
射
水
郡
古
國
府
の
勝
興
寺
、
砺
波
郡
城
猯
の
善
徳
寺
、
同
郡
井
波
瑞
泉
寺
、
婦
負
郡
極
性
寺
等
ば

皆
戦
図
時
代
に
至
っ
て
一
小
豪
族
と
し
て
勢
力
を
有
す
る
や
う
に
な
り
、
図
幽
象
族
は
勿
論
上
杉
、
武
田
、
織
田
、
盟
臣
の
諭
氏
と

往
來
し
て
、
北
國
の
大
勢
推
移
に
淵
係
を
有
し
た
も
の
も
め
っ
た
。
（
勝
興
寺
文
隷
、
善
徳
寺
文
書
、
瑞
泉
寺
文
書
等
）
そ
し
て
之
れ

暗
黒
時
代
の
宗
教
一
扶
五
一
↑

■
ｑ
ｑ
Ｉ
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暗
黒
時
代
の
宋
教
一
按
五
二

等
は
何
れ
も
能
登
越
中
境
に
近
く
．
加
茂
の
一
向
一
撲
凹
と
相
接
し
て
ゐ
た
。
其
の
率
ゆ
る
教
閣
は
蓮
如
の
時
既
に
祁
幟
の
勢
力
を

結
集
し
得
た
で
あ
ら
う
こ
と
は
、
加
賀
の
一
撲
團
の
大
勢
に
依
て
推
知
し
得
べ
く
、
長
享
一
犀
の
加
賀
の
一
撲
の
騒
動
に
際
し
て
も

同
時
に
起
っ
て
越
中
西
部
地
方
を
占
領
し
、
同
地
内
に
あ
っ
た
京
都
の
公
武
や
諸
大
寺
祗
の
莊
園
の
本
復
を
宣
傅
し
た
ら
し
い
。
前

に
も
略
言
せ
る
が
如
く
尚
通
公
記
虚
症
暹
心
に
「
越
中
國
加
焚
州
一
向
衆
等
相
計
云
々
・
寺
祇
所
領
如
形
、
可
返
附
之
曲
有
其
沙

汰
」
と
あ
り
、
資
隆
公
記
の
裏
書
き
文
書
（
睾
雲
匪
伽
六
、
）
の
中
に
「
抑
今
度
越
中
阿
一
鍵
不
思
議
之
題
目
（
土
民
一
撲
の
諦
地
占

領
を
い
ふ
な
ら
ん
）
候
、
門
跡
領
等
大
概
可
有
遼
蒜
分
候
」
と
見
え
て
ゐ
る
。

、
氷
正
三
年
の
騒
動
に
は
越
中
の
一
向
教
削
も
一
撲
し
て
威
を
振
っ
た
。
時
に
越
中
に
於
て
、
守
護
畠
山
氏
の
勢
力
に
克
っ
て
向
上

せ
ん
と
す
る
者
の
代
表
者
は
、
肺
保
氏
と
遊
佐
氏
と
で
あ
っ
て
、
二
氏
相
抗
争
し
て
ゐ
た
。
二
氏
等
は
一
撲
の
勢
に
抗
し
得
ず
し
て

越
後
に
走
り
、
長
尾
氏
の
助
勢
に
依
て
歸
國
し
．
そ
の
繕
勢
力
を
保
ち
し
こ
と
、
大
乘
院
寺
肺
雑
事
記
念
疵
痕
）
に
見
え
て
ゐ
る
。

一
向
一
撲
は
此
時
奔
っ
て
加
黄
に
逃
れ
た
の
で
、
長
尾
氏
は
長
駆
し
て
加
茂
一
撲
を
治
罰
す
べ
し
と
い
は
れ
た
。
（
同
上
書
）
果
し
て

此
の
年
秋
・
能
景
は
大
學
し
て
越
中
を
俊
し
た
。
果
然
卿
保
氏
は
遊
佐
氏
に
對
抗
す
る
必
要
か
ら
で
あ
っ
た
と
恩
は
れ
る
が
、
能
景

を
援
け
ざ
る
の
み
な
ら
ず
、
一
撲
に
熱
し
て
熊
景
を
陥
れ
よ
う
と
し
た
。
能
景
が
輕
々
し
く
敵
地
に
深
く
侵
入
し
た
の
を
機
會
に
‘

一
撲
囲
は
能
景
を
礪
波
郡
蓮
淵
と
い
ふ
所
で
園
み
攻
め
て
、
九
川
十
九
日
絡
に
之
を
討
取
っ
た
ｏ
（
會
津
塔
寺
八
幡
宮
長
帳
、
諸
寺
過

去
帳
、
越
中
城
生
八
幡
宮
文
書
）
能
紫
死
し
、
子
爲
景
其
の
後
を
つ
ぎ
、
、
水
正
四
年
越
後
守
謹
上
杉
房
能
を
亡
ぼ
し
、
つ
い
で
腸
ク
谷

上
杉
顯
定
父
子
と
戦
ひ
、
、
水
正
七
年
之
れ
を
破
り
，
下
克
上
し
て
越
後
一
國
の
領
有
を
確
蜜
に
し
た
。
こ
麓
に
於
て
越
中
經
醤
に
着

手
す
る
隙
を
得
た
や
う
で
あ
る
。
二
月
二
日
附
け
（
、
水
正
十
一
、
二
年
頃
な
ら
ん
）
で
．
爲
景
よ
り
長
尾
房
景
に
害
し
て
、
越
中
川
陣

’
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を
促
す
書
壯
に
、
〃
能
餓
戦
死
の
（
ぺ
へ
一
胴
年
矢
を
一
筋
仕
度
候
へ
共
、
愛
元
取
飢
、
飢
緬
早
過
來
候
」
と
あ
る
の
は
、
此
の
間
の
事

怖
を
い
ふ
の
で
あ
ら
う
。
彼
れ
爲
景
は
何
と
し
か
し
て
抑
保
氏
等
を
懲
さ
ぅ
と
し
た
。

之
よ
り
先
、
畠
山
政
長
の
子
尾
張
守
尚
順
入
遁
卜
山
と
畠
山
義
就
の
子
上
總
介
義
陛
と
は
、
政
長
義
就
以
來
の
對
抗
を
綾
け
、
其

の
分
閏
越
中
に
於
て
も
雨
熱
を
立
て
、
榊
保
氏
は
卜
山
を
援
け
，
遊
佐
氏
は
義
蝋
を
受
け
た
。
能
最
は
畠
山
尚
順
及
び
川
保
氏
を
援

け
よ
う
と
し
て
川
陣
し
た
が
、
剛
氏
は
史
ら
に
扱
兵
を
川
き
ず
、
能
埜
皐
は
柊
に
戦
死
し
た
の
で
あ
る
。
こ
Ｅ
に
於
て
爲
景
は
川
保
氏

を
悪
む
こ
と
雀
し
く
、
畠
山
總
州
（
義
蝶
）
の
子
勝
王
の
加
没
に
あ
り
、
細
川
氏
の
被
官
上
原
左
術
門
大
夫
な
る
粁
の
城
中
太
川
保

に
あ
る
も
の
Ｅ
運
動
に
依
り
、
加
茂
越
中
一
撲
幽
と
同
盟
す
る
に
至
っ
た
。
則
ち
二
月
二
日
（
年
號
な
し
）
附
け
、
鯛
挫
準
よ
り
長
尾

○
○
○
○
○
Ｏ

房
景
に
宛
て
し
書
状
（
上
杉
古
文
聿
圃
）
の
一
節
に
「
畠
山
總
州
御
恩
勝
王
と
の
．
加
州
御
在
幽
、
武
術
衆
、
共
外
没
州
者
共
被
同
心
、

蓮
淵
山
乱
入
旨
候
、
自
三
ヶ
寺
（
加
賀
の
木
泉
寺
、
松
岡
寺
，
光
敦
寺
の
一
向
宗
三
大
坊
主
）
書
欣
之
案
文
、
爲
御
披
見
塩
進
候
」
と

見
え
．
叉
四
月
二
日
附
け
の
爲
景
よ
り
同
人
に
宛
て
し
書
状
に
一
‐
就
越
中
行
儀
、
以
條
数
申
候
（
中
略
）
定
幅
寺
肺
剛
己
後
、
從
没

州
去
今
度
々
無
疎
略
旨
趣
、
韮
口
欣
共
候
」
と
見
え
て
ゐ
る
。
前
記
文
誰
回
の
翌
年
醜
の
文
聿
凰
で
あ
ら
う
。
叉
同
文
書
に
年
號
月
日
と
も

に
な
き
髭
聿
画
き
や
う
の
文
書
あ
り
、
「
越
後
へ
條
々
手
日
記
」
と
題
し
，
中
に
「
斑
州
三
ヶ
寺
へ
不
可
有
御
等
閑
事
」
卜
見
え
て
ゐ
る
。

定
一
耐
寺
は
新
潟
縣
中
頚
郡
柿
崎
村
に
定
禰
寺
あ
り
．
今
同
寺
に
は
之
れ
に
閉
す
る
古
文
書
等
全
く
存
せ
ざ
れ
ど
、
親
驚
の
迩
跡
と
仲

へ
ら
れ
，
土
蒲
の
眞
宗
寺
な
れ
ば
、
爲
最
の
軍
使
と
し
加
変
越
中
に
使
し
て
師
來
し
た
る
も
の
な
る
べ
く
、
條
々
手
日
記
は
越
中
の

数
Ｍ
か
、
又
は
越
中
に
於
け
る
長
尾
氏
方
の
豪
族
よ
り
長
尾
氏
に
宛
て
た
も
の
で
あ
ら
う
。
か
く
し
て
矯
景
は
越
中
を
催
す
こ
と
胴

度
に
及
び
し
も
、
上
杉
古
文
書
中
の
右
の
史
料
は
、
皆
年
號
な
く
し
て
其
の
年
代
を
明
か
に
し
得
な
い
が
，
幸
に
も
東
寺
光
明
講
過

暗
黒
時
代
の
宗
教
一
挟
五
三

1
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噛
黒
畔
代
の
雛
敬
一
挟
派
四

去
帳
の
中
に
，
於
越
中
剛
、
越
後
握
尾
弾
正
忠
剛
入
之
時
、
被
誹
人
数
三
面
入
念
症
牡
二
）
と
あ
り
て
、
そ
の
年
代
初
め
て
明
か
と

な
っ
た
。
則
ち
永
正
十
三
年
九
川
と
翌
十
四
年
附
庇
に
、
長
尾
氏
は
越
中
を
役
し
て
、
畠
山
、
紳
保
及
び
一
投
等
を
討
つ
十
峰
の
で
あ
る
。

（
四
）
飛
騨
飛
弾
に
は
観
瀧
の
弟
子
の
州
基
し
た
と
い
ば
る
置
肥
逮
寺
あ
り
、
其
の
外
鮒
名
寺
（
後
天
正
中
越
中
姉
負
郡
に
移

る
）
等
は
同
図
の
一
向
宗
の
大
坊
主
分
で
あ
る
。
之
れ
等
大
坊
主
を
中
心
と
す
る
飛
弾
の
教
剛
も
亦
、
加
変
、
越
中
方
面
と
脈
絡
を

取
っ
て
慨
行
運
動
に
携
は
っ
て
ゐ
た
。
前
記
水
正
十
二
一
、
四
年
長
尾
氏
と
加
斑
、
越
中
一
撲
と
の
同
盟
成
る
や
前
描
越
中
よ
り
長
尾

氏
に
透
り
し
「
越
後
へ
條
々
手
日
記
」
の
中
に
「
飛
州
口
之
燐
是
亦
堅
岡
二
被
巾
下
候
、
齋
藤
藤
次
郎
可
巾
談
候
」
と
あ
る
に
擁

て
明
白
で
あ
る
。
天
文
時
代
に
至
り
て
益
々
其
の
活
動
が
盛
ん
と
な
っ
て
く
る
。
蓋
し
飛
騨
は
射
水
川
、
川
通
川
に
依
て
越
中
と
の

交
通
を
比
較
的
便
利
と
す
る
か
ら
、
飛
騨
の
一
撲
は
越
中
の
一
撲
と
連
絡
す
る
や
う
に
な
っ
た
も
の
で
あ
ら
う
。

（
五
）
登
能
能
登
に
開
す
る
確
奮
な
る
史
料
も
進
だ
少
い
の
で
あ
る
が
、
一
撲
の
性
愛
を
見
る
に
は
、
興
味
多
き
一
二
あ
り
、

親
元
日
記
文
明
士
犀
三
月
一
千
二
日
一
‐
飯
尾
加
州
参
巾
、
日
野
殿
よ
り
申
ぜ
う
、
畠
山
七
郎
殿
注
進
候
、
加
費
一
投
能
州
へ
打
入

在
所
少
々
切
執
候
、
近
所
へ
〈
、
力
奉
垂
周
、
可
被
成
候
へ
の
よ
し
注
進
候
」
（
後
鏡
に
擦
る
）
と
あ
り
，
文
明
年
間
加
黄
一
榛
蜂
起
の
時

能
緊
に
侵
入
し
て
其
の
一
部
を
取
っ
た
か
ら
、
同
國
守
批
畠
山
氏
が
雑
府
に
上
申
し
て
．
近
國
の
豪
族
ぞ
し
て
按
助
せ
し
め
る
よ
う

奉
書
を
發
せ
ん
こ
と
を
乞
う
た
の
で
あ
る
。
こ
画
で
加
賀
一
撲
が
能
登
の
一
部
を
切
取
り
占
領
し
た
と
あ
る
の
は
、
普
通
の
豪
族
が

他
家
の
土
池
ぜ
占
領
し
た
の
と
は
少
し
趣
き
が
逹
ふ
や
う
で
あ
る
。
則
ち
能
登
の
土
民
が
蜂
起
し
て
加
賀
の
一
摸
と
呼
憾
し
、
其
の

助
力
に
依
て
猫
立
し
た
る
も
の
で
あ
ら
う
。
延
徳
二
年
に
も
同
國
に
土
一
撲
加
費
一
摸
と
通
謀
し
て
起
ら
ん
と
し
た
こ
と
が
、
蔭
砿

珊
の
記
銘
に
兄
え
て
ゐ
て
、
此
の
間
の
事
術
を
明
示
し
て
ゐ
る
や
う
で
あ
る
》
何
日
鋒
延
徳
一
扉
十
月
一
千
七
日
の
條
に
、
能
登
の

’
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族
た
る
・
と
を
間
は
ず
、
一

明
す
る
に
足
る
と
恩
ふ
。

文
明
年
間
以
來
、
氷
正
の
末
に
至
る
教
閣
の
一
撲
運
動
は
教
團
佃
々
の
存
在
を
基
本
と
し
，
必
ず
し
も
連
絡
一
致
の
活
動
を
見
な
か

っ
た
。
換
言
す
れ
ば
各
教
幽
の
發
生
上
の
意
義
を
多
く
失
は
な
か
っ
た
。
然
る
に
天
文
元
年
の
頃
か
ら
山
科
本
願
寺
を
中
心
と
し
て

起
る
所
謂
天
文
の
法
乱
は
、
北
風
、
關
東
，
近
畿
、
中
剛
の
教
閏
の
統
一
を
激
成
し
、
本
願
寺
は
そ
の
中
心
と
な
り
、
経
に
教
團
を

領
有
化
し
、
本
願
寺
は
そ
れ
等
に
對
し
、
自
ら
領
主
化
す
る
や
う
に
な
り
、
國
史
上
未
曾
有
の
存
在
で
あ
る
所
の
物
質
、
糀
祁
の
雨

界
に
一
旦
る
一
大
法
王
國
の
出
現
を
見
る
に
至
っ
た
。
其
の
頃
は
法
花
一
撲
の
勃
興
す
る
あ
り
、
宗
教
的
土
一
撲
の
沿
革
上
ま
さ
に
新

時
期
に
一
入
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
今
は
問
題
外
と
す
る
所
で
あ
る
か
ら
、
之
れ
が
論
述
を
次
の
機
會
に
譲
り
、
最
後
に
此
の
前
後
に

於
け
る
一
向
宗
に
對
す
る
制
禁
迫
害
に
つ
い
て
考
へ
て
世
き
た
い
。

韮
哩
兆
土
豪
荻
、
守
謹
畠
山
氏
を
討
た
ん
と
し
た
。
凋
山
氏
の
被
官
の
豪
族
井
口
某
反
い
て
一
榛
・
と
通
謀
し
た
が
、
會
々
事
發
見
せ
ら

れ
、
張
本
人
数
爺
或
は
之
を
緋
し
、
或
は
之
れ
を
殺
し
、
先
づ
以
て
無
爲
に
屈
し
た
。
土
民
た
る
と
土
豪
た
る
と
、
守
護
直
厨
の
一
象

族
た
る
と
を
問
は
ず
、
下
克
上
の
世
風
は
一
撲
し
て
加
茂
一
撲
と
と
も
に
蜂
起
し
よ
う
と
し
た
の
は
、
叉
文
明
士
年
の
場
合
を
説

巾
仙
以
前
に
於
て
は
宗
教
の
公
的
禁
止
乃
至
辿
害
の
史
蛮
は
明
白
で
な
い
・
法
然
及
び
北
あ
徒
の
虎
分
も
對
人
的
の
分
子
が
多
く
、

對
法
的
の
分
子
が
妙
な
い
や
う
に
忠
ふ
。
既
成
佛
教
の
新
興
佛
教
に
對
す
る
雌
辿
は
共
の
例
多
く
、
而
し
て
そ
れ
が
多
少
公
認
せ
ら

れ
た
も
の
と
判
定
せ
ら
れ
な
い
こ
と
も
な
い
が
、
ま
づ
私
的
の
も
の
と
認
む
く
さ
も
の
が
多
い
。
中
央
地
方
の
爲
政
者
が
正
面
か
ら

脾
黒
畔
代
の
宗
敬
一
探
五
五

第
五
節
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暗
黒
時
代
の
宗
政
一
挟
．
五
六

名

或
る
宗
派
を
禁
制
す
る
と
い
ふ
例
は
進
だ
多
く
な
い
や
う
で
あ
っ
て
、
一
向
宗
の
禁
止
迫
害
の
史
費
は
其
の
著
名
な
る
も
の
Ｅ
》
初
例

と
券
へ
て
よ
い
や
ぅ
に
恩
ふ
。
江
戸
腓
代
に
至
っ
て
天
下
一
般
に
切
支
丹
、
法
花
宗
、
不
愛
不
施
派
等
の
禁
制
辿
害
に
至
り
て
は
，

餘
ｊ
に
蒋
名
で
あ
る
。
江
戸
時
代
以
前
に
於
て
は
鰯
政
粁
は
宗
教
に
對
し
て
は
極
は
め
て
公
平
で
あ
，
り
‐
宏
並
の
熊
庇
を
取
っ
た
。

爲
政
薪
の
み
で
な
く
、
寺
祇
の
肺
頭
、
門
前
に
於
て
す
ら
、
軍
事
上
、
政
治
上
の
不
可
佼
椛
は
保
證
せ
ら
れ
て
ゐ
た
が
、
信
仰
上
、

宗
教
上
の
向
山
は
認
め
ら
れ
て
ゐ
た
や
う
で
あ
る
。
大
阪
本
願
寺
の
寺
内
に
於
て
は
、
一
向
宗
の
外
布
教
す
る
こ
と
を
禁
止
せ
ら
れ

て
は
ゐ
な
か
っ
た
こ
と
は
、
天
文
の
末
以
來
切
支
丹
佛
法
の
布
教
せ
ら
れ
た
こ
と
に
依
て
略
ぽ
推
知
せ
ら
れ
る
。

．
然
る
に
文
明
以
来
一
向
宗
関
の
下
克
上
運
動
に
よ
っ
て
、
随
虚
に
其
の
勢
力
の
克
上
す
る
や
，
爲
政
者
は
一
般
に
一
向
縦
を
禁
制

し
た
ば
か
り
で
な
く
、
厳
亜
な
る
迫
害
を
加
へ
始
め
た
の
で
あ
る
。
此
の
史
灘
は
我
が
政
治
史
上
、
宗
教
史
上
・
祉
介
史
上
頗
る
亜

要
な
る
問
題
で
あ
る
。
予
は
多
年
こ
れ
に
州
す
る
史
實
及
び
法
制
に
つ
い
て
注
意
し
、
就
中
其
の
範
幽
に
つ
い
て
妓
も
興
味
を
有
し

て
ゐ
る
。
肺
臓
伯
忠
衞
王
祀
の
明
雁
狂
年
九
川
二
十
川
の
條
に
「
術
津
守
謎
代
藥
師
寺
安
藝
守
に
あ
て
し
忠
禰
の
諜
欣
の
中
に
、
．

地
下
一
向
衆
近
年
充
滿
候
欺
、
太
以
不
可
然
候
、
念
佛
巾
．
を
非
嫌
所
恢
、
納
衆
専
守
不
淨
、
死
微
廿
ヶ
日
不
忌
、
耐
家
中
令
經
狐
、

諸
人
汚
令
條
・
言
語
道
断
次
第
候
、
機
悪
所
鬼
川
悪
也
、
此
衆
改
替
尤
可
然
恢
、
一
・
寺
庵
价
、
法
師
等
、
死
磯
川
ク
、
之
間
可
蟄

朏
之
虚
、
不
訓
其
機
、
枇
家
中
令
經
廻
、
汚
詣
人
令
係
、
以
外
悪
逆
．
氷
停
止
此
儀
」
（
下
略
）
と
見
え
、
祗
僧
、
納
衆
は
向
ら
一
向

宗
信
春
た
る
こ
と
を
禁
ぜ
ら
れ
た
も
の
と
云
っ
て
よ
い
。
同
日
記
に
擦
れ
ば
忠
篇
は
本
願
寺
と
交
際
し
て
居
り
，
前
引
の
文
に
も
念

佛
を
嫌
ふ
に
非
ず
と
い
ふ
も
、
し
か
も
間
ら
耐
頭
門
前
に
於
て
は
之
れ
を
禁
ぜ
ら
る
壁
こ
と
画
な
っ
た
と
想
像
せ
ち
仇
る
。
次
の
厳

烏
の
例
は
之
れ
が
證
擦
と
な
る
べ
き
も
の
で
な
か
ら
う
か
。
同
献
天
正
の
制
状
に
祗
島
内
一
向
宗
を
禁
じ
て
｝
の
っ
た
パ
藝
赫
迩
誌
所

’
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栽
厳
島
文
書
）
之
れ
等
禁
制
の
表
面
の
理
由
の
外
に
何
等
の
意
義
も
な
か
っ
た
と
は
断
じ
難
い
。

永
正
三
年
と
．
享
職
四
年
と
に
、
北
幽
及
び
畿
内
等
に
、
一
向
衆
蜂
起
せ
る
こ
と
を
東
寺
光
明
誹
過
去
帳
に
載
せ
て
あ
る
。
そ
の

○
り

つ
Ｏ

永
正
三
年
の
條
に
は
．
岡
名
を
あ
げ
、
大
和
、
河
内
、
丹
後
・
能
蓋
，
越
後
、
美
濃
‐
越
前
．
加
賀
と
し
、
享
藤
四
年
の
條
に
は
山

、
０

０
０
つ
Ｏ

城
、
丹
波
、
撒
津
・
播
臓
．
和
泉
．
河
内
、
備
前
‐
美
作
、
加
茂
、
越
中
を
あ
げ
て
ゐ
る
。
圏
鮎
を
附
し
た
剛
々
の
事
件
に
つ
き
て

は
文
献
の
徴
す
べ
き
も
の
未
だ
懲
見
に
入
ら
な
い
。
而
し
て
此
の
外
或
は
關
東
、
四
図
、
九
州
に
及
び
た
る
に
あ
ち
ぎ
る
か
、
今
之

れ
が
禁
制
辿
害
に
開
し
、
文
献
の
存
す
る
も
の
は
越
後
‐
武
蔵
、
相
桃
‐
土
佐
等
に
亘
っ
て
ゐ
る
。
中
に
も
越
後
長
尾
爲
景
の
禁
制

は
最
も
徹
底
し
て
ゐ
た
と
恩
は
れ
る
。
上
杉
古
文
書
に
左
の
如
く
あ
り
。

捷
事

一
、
無
碍
光
衆
、
延
尚
岳
窪
誰
）
御
下
知
・
末
代
被
沸
之
事

や

一
、
今
度
彼
宗
旨
、
不
事
間
再
興
．
大
曲
次
雛
曲
事

一
、
爲
地
頭
主
人
、
速
相
搦
可
出
之
、
及
異
義
者
、
於
立
所
、
可
被
加
身
成
敗
事

一
、
我
地
下
人
、
我
爲
他
宗
、
近
所
に
無
碍
光
衆
在
之
山
，
不
出
巾
春
、
同
罪
那

一
、
彼
宗
旨
蜂
起
、
至
被
申
出
者
、
爲
褒
美
。
彼
家
財
屋
敷
肌
、
可
被
川
之
事

一
、
於
許
容
領
主
者
、
可
被
改
其
所
事

一
・
今
度
役
考
油
断
故
．
大
略
落
行
、
共
上
累
年
宗
斤
連
絨
義
、
不
被
巾
上
、
號
不
存
知
之
，
被
背
阿
法
分
、
上
役
者
小
使
．

被
爲
遂
生
涯
事

暗
黒
時
代
の
宗
教
一
挟

I
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1

開
東
方
面
に
於
て
も
北
條
氏
は
此
の
頃
か
ら
一
向
宗
を
禁
止
し
た
や
う
で
あ
る
。
關
東
は
も
と
一
向
宗
教
閲
の
發
群
地
で
あ
る
が

親
驚
の
迩
弟
に
大
人
物
な
く
寧
ろ
中
心
は
上
方
に
移
り
、
一
向
宗
排
斥
の
藍
は
南
北
朝
時
代
既
に
京
都
方
面
に
起
っ
た
。
（
祗
閏
執
行

景
長
（
花
押
）
（
外
五
人
連
鶚
名
略
す
）

長
尾
爲
景
は
永
正
十
二
、
三
年
頃
か
ら
一
時
一
向
宗
と
提
携
し
た
が
、
こ
芦
に
至
っ
て
叉
厳
重
に
之
れ
を
禁
止
し
，
捕
繩
を
聴
か

ざ
る
信
者
の
斬
捨
御
苑
．
近
邊
居
住
の
信
考
を
告
發
せ
ざ
る
者
を
同
罪
と
す
る
こ
と
、
信
者
蜂
起
を
告
訴
せ
る
者
に
は
、
そ
の
信
者

の
財
産
を
寅
與
せ
ら
る
罠
こ
と
、
古
き
信
者
を
獄
過
し
て
、
表
面
上
知
ら
ざ
る
も
の
と
な
す
も
の
あ
ら
ば
、
上
下
役
者
共
に
自
匁
を

命
ぜ
ら
る
べ
き
こ
と
、
守
護
不
入
の
地
と
雌
も
地
頭
に
断
は
り
。
直
に
押
入
っ
て
信
考
を
柿
推
す
べ
き
こ
と
等
、
其
の
糾
明
の
厳
格

な
る
こ
と
、
懸
賞
の
亜
か
り
し
こ
と
、
罰
則
と
し
て
極
刑
を
科
す
る
等
、
後
世
の
切
支
丹
禁
制
に
も
過
ぎ
て
ゐ
る
。
長
足
氏
は
（
の

も
上
杉
氏
を
孵
す
）
天
正
の
初
年
に
至
る
裳
で
、
一
向
宗
に
對
す
る
此
の
迫
害
的
態
度
を
改
め
な
か
っ
た
や
う
で
あ
る
。
越
後
こ
と

に
其
の
居
城
地
で
あ
っ
た
上
越
後
地
方
に
現
存
す
る
眞
宗
の
古
刹
に
し
て
、
天
正
以
前
か
ら
の
土
着
の
も
の
は
甚
だ
稀
れ
で
あ
る
の

も
髄
然
で
あ
る
。

哨
黒
岬
代
の
宗
放
一
撰
五
八

一
、
於
役
者
。
不
入
地
彼
宗
旨
在
之
粁
、
其
地
頭
相
屈
之
上
申
出
、
後
々
彼
屋
敷
所
，
直
に
可
被
出
之
事

右
條
々
各
堅
可
被
相
守
之
、
至
子
々
孫
々
彼
御
徒
不
可
被
相
背
考
．
価
如
件

永
正
十
八
年
式
月
日
石
川
新
九
郎

千
坂
藤
右
術
門

I
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1

日
記
正
平
七
年
の
條
）
室
町
時
代
に
至
り
て
専
修
寺
は
下
野
か
ら
伊
勢
に
引
越
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
此
の
時
關
東
の
教
勢
を
挽

河
せ
ん
と
し
た
も
の
は
蓮
如
で
あ
っ
た
。
韮
如
の
初
め
て
東
幽
（
阪
來
の
意
で
あ
ら
う
か
）
に
傳
道
し
た
の
は
文
安
四
年
な
り
と
い

ひ
（
遺
徳
記
、
本
願
寺
通
紀
）
北
陸
に
遊
化
し
た
る
は
費
徳
元
年
な
り
と
い
ふ
（
遺
徳
記
本
願
寺
通
紀
）
越
後
浄
睡
等
文
書
に
よ
れ

ば
（
年
代
未
詳
）
蓮
如
は
錫
を
奥
州
に
も
曳
い
た
。
州
校
三
浦
郡
大
瀧
信
誠
寺
縁
起
に
は
、
愛
徳
一
犀
迩
如
来
っ
て
岡
寺
を
建
立
す

る
と
い
ふ
意
味
の
こ
と
あ
り
‘
喪
徳
元
年
北
刷
化
導
の
前
後
、
彼
れ
は
州
東
の
化
導
に
も
從
郡
し
た
や
う
で
あ
る
。
併
し
何
分
鮒
東

は
京
都
よ
り
速
く
隔
り
、
蓮
如
の
化
風
は
十
分
Ⅲ
地
方
を
聴
か
す
に
至
ら
な
か
っ
た
。
扣
棋
団
小
坂
郡
野
比
簸
蛮
寺
（
も
と
鎌
倉
に

あ
り
）
は
親
驚
の
門
弟
明
光
の
開
く
と
こ
ろ
、
其
の
太
子
堂
の
苑
川
御
教
諜
は
、
貞
治
三
年
三
川
三
口
附
け
、
應
安
三
年
九
月
廿
口

附
け
、
明
徳
四
年
十
二
月
六
日
附
け
で
あ
る
（
同
寺
寺
記
）
興
宗
寺
院
の
諸
堂
塔
に
し
て
、
斯
く
の
如
く
武
家
代
々
の
教
書
の
存
す

る
も
の
は
誠
に
稀
有
の
事
ｒ
の
る
。
彌
陀
堂
の
證
文
な
く
し
て
太
子
堂
免
川
の
御
教
書
の
み
存
す
る
は
、
或
は
太
子
堂
を
以
て
本
堂

と
な
し
て
あ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
ｃ
果
し
て
然
ら
ば
親
撫
の
古
風
に
そ
ひ
た
る
も
の
に
し
て
、
こ
れ
亦
稀
有
の
史
溌
と
な
す
べ

く
、
我
が
佛
教
史
上
興
味
多
き
題
目
で
あ
る
。
殊
に
叉
同
寺
に
は
最
近
ま
で
（
大
正
土
一
年
の
大
震
災
に
倒
壊
す
）
現
存
し
て
ゐ
た

藥
師
堂
の
あ
っ
た
こ
と
で
、
寺
領
並
に
藥
師
免
田
、
應
、
氷
十
一
年
四
月
三
日
御
教
替
現
存
す
と
同
寺
の
寺
記
に
あ
り
、
之
れ
等
の
古

文
書
の
或
る
も
の
は
今
猫
ほ
同
寺
に
存
し
て
ゐ
る
。

惟
ふ
に
法
然
の
諾
流
の
一
な
る
聖
光
の
鎭
西
流
六
派
の
中
、
三
派
は
關
東
に
あ
り
、
之
れ
に
厩
す
る
寺
院
の
中
に
て
は
鎌
倉
光
明

寺
が
古
く
か
ら
妓
も
あ
ら
は
れ
、
鎌
介
時
代
以
來
勢
力
が
あ
っ
た
。
聖
光
の
流
れ
に
ぱ
、
諦
行
非
本
願
説
（
念
佛
以
外
の
諾
行
は
往

生
の
本
願
に
非
か
と
説
く
）
を
唱
ふ
る
と
と
も
に
、
・
一
方
に
は
二
類
各
生
説
（
念
佛
一
瀬
の
外
に
心
・
諸
行
を
も
往
生
の
類
と
す
る
）

暗
黒
時
代
の
宗
故
一
撲
派
九

弓

I



I

暗
黒
峠
代
の
宗
教
一
挺
六
○

を
主
張
す
る
も
の
あ
り
、
鎌
倉
に
あ
っ
た
最
査
寺
は
そ
の
影
響
を
受
け
た
も
の
で
あ
ら
う
か
と
恩
は
れ
る
。
唯
一
佛
的
教
旨
で
あ
る

侭
宗
の
蓮
如
以
後
に
於
け
る
規
式
の
み
現
存
す
る
現
在
の
興
宗
の
教
會
堂
か
島
見
て
、
こ
れ
は
誠
に
珍
中
珍
と
す
べ
き
脈
始
眞
宗
の

規
式
の
名
残
ｂ
で
あ
る
。
魔
に
貴
亜
な
遺
物
と
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

相
模
方
而
の
眞
宗
古
寺
に
光
明
本
叉
は
之
れ
に
額
し
た
も
の
を
保
存
し
、
妓
法
寺
の
中
幽
方
面
に
於
け
る
出
店
の
如
き
歴
史
あ
る

備
後
山
南
の
光
照
寺
（
此
の
蕊
迩
は
雌
倉
佛
教
の
西
漸
史
上
黄
亜
な
事
實
で
あ
っ
て
、
將
來
特
に
稲
を
起
し
て
碗
か
う
と
忠
ふ
）
に

念
佛
繪
系
圃
あ
り
、
と
か
く
本
願
寺
中
心
の
眞
宗
と
は
系
統
を
異
に
し
て
ゐ
た
や
う
に
恩
は
れ
る
。
か
洩
る
一
般
の
怖
勢
に
あ
っ
た

眞
宗
教
會
に
對
し
て
、
蓮
如
の
布
教
は
い
か
ほ
ど
の
影
響
を
典
へ
得
た
了
の
ら
う
か
、
之
れ
を
確
雷
に
す
べ
き
史
料
を
今
發
兇
し
て

ゐ
な
い
。
た
ざ
し
關
東
方
面
の
眞
宗
が
本
願
寺
化
せ
ら
る
べ
き
恭
礎
は
、
た
し
か
に
世
か
れ
た
も
の
と
恩
ふ
く
く
、
韮
如
の
没
後
久

し
か
ら
ず
し
て
之
れ
等
の
教
會
は
、
本
願
寺
化
せ
ら
れ
た
。
換
言
す
れ
ば
蓮
如
化
せ
ら
れ
た
。
更
ら
に
い
ひ
換
ふ
れ
ば
い
た
く
常
世

化
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
前
記
信
誠
寺
の
本
尊
で
あ
る
「
方
便
法
身
尊
像
」
（
眞
宗
式
陥
陀
の
立
像
霊
）
の
裏
書
き
に
「
大
谷
本
願
寺

垂
』
日
、

ｍ

ｒ

ｏ

ｎ

Ｆ

６

寳
如
（
花
押
）
、
氷
正
十
七
脚
七
月
十
一
日
罠
加
州
三
油
郡
大
津
郷
信
誠
寺
願
王
□
□
」
と
あ
り
、
前
記
妓
費
寺
の
文
辨
の
中
に
、
六

月
五
日
附
け
「
案
察
法
橘
了
明
」
よ
り
、
蛾
法
寺
に
宛
て
し
害
壯
に
、
「
今
庇
被
韮
上
名
代
言
上
之
趣
、
具
逢
披
露
候
、
被
對
巾
上
俄
、
無

二
之
兇
悟
、
最
大
切
被
思
召
候
川
、
机
心
得
、
具
可
巾
下
之
旨
恢
、
価
被
成
御
書
候
」
と
あ
り
．
ｒ
明
は
本
願
寺
冷
侍
下
側
法
橋
頼
流

（
綾
類
從
所
收
下
問
系
圃
）
な
る
べ
く
、
此
の
人
は
天
文
前
後
の
人
に
し
て
、
文
書
の
風
に
あ
ら
は
れ
た
る
時
代
と
一
致
す
る
。
此

の
文
書
は
本
願
寺
光
教
よ
り
最
蛮
寺
に
宛
て
し
書
状
の
添
書
な
る
べ
く
、
如
何
な
る
こ
と
を
妓
愛
寺
よ
り
上
巾
し
、
ま
た
本
願
寺
よ

り
如
何
な
る
意
味
を
答
へ
た
か
明
か
な
ら
ざ
る
も
、
同
寺
が
本
願
寺
の
後
援
に
依
て
重
大
な
る
決
意
を
な
し
た
る
こ
と
を
察
す
べ
く
、

I
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恐
ら
く
寺
門
の
存
亡
に
開
す
る
こ
と
な
る
が
如
く
恩
は
れ
る
。
い
づ
れ
に
し
て
も
、
本
願
寺
及
び
三
洲
郡
地
方
眞
宗
教
會
、
教
團
と
の

連
絡
を
見
る
に
足
る
。
叉
同
寺
の
「
方
便
法
身
尊
像
」
の
蕊
書
き
は
寳
如
で
あ
る
こ
と
信
誠
寺
の
も
の
に
同
じ
。
叉
同
寺
の
蓮
如
の

議
像
の
裏
書
き
も
「
鐸
寳
如
御
判
、
願
王
樺
明
心
、
相
州
小
坂
郡
鎌
倉
弁
谷
間
見
藏
妓
蜜
寺
常
住
物
也
、
文
総
二
年
蜂
九
月
十
九
日
」

と
あ
り
（
同
寺
記
録
）
同
國
浦
変
町
吉
井
善
法
寺
、
同
町
新
町
乘
誓
寺
は
何
れ
も
明
雁
の
創
建
と
い
２
Ｌ
ゐ
る
。
（
乘
誓
寺
縁
起
、
浦

賀
町
沿
革
．
乘
誓
寺
は
鮒
東
大
震
災
の
爲
め
古
記
を
失
ひ
、
予
の
伺
寺
探
訪
は
全
く
失
望
に
経
っ
た
）
之
れ
等
は
初
め
か
ら
蓮
如
式

教
御
で
あ
っ
た
う
。
か
く
し
て
扣
悦
味
方
郡
三
浦
郡
一
回
の
眞
宗
は
徴
世
化
せ
ら
る
Ｅ
と
と
も
に
、
北
岡
方
而
に
於
け
る
が
如
く
、

之
れ
等
教
禽
中
心
の
教
閏
は
，
叉
下
克
上
の
祉
風
と
と
も
に
一
投
し
て
起
っ
た
か
、
又
は
起
ら
う
と
し
た
も
の
で
あ
ら
う
。
予
簸
近

同
地
方
を
探
訪
し
て
、
右
の
事
哲
を
明
か
に
す
る
こ
と
を
得
て
、
年
來
十
分
に
解
灘
し
得
な
か
っ
た
祁
州
文
書
鎌
倉
郡
光
明
寺
文
書

の
中
の
左
の
一
通
の
山
來
す
る
所
を
納
得
し
た
の
で
あ
る
。

三
浦
郡
南
北
一
向
宗
之
魂
那
、
悉
錐
倉
光
明
寺
之
、
可
來
亜
那
考
也
、
佃
如
件

の
中
の
左
の
一
通
の
山
來
す
る
所
堤

三
浦
郡
南
北
一
向
宗
之
魂
那
、

簸
蜜
寺
は
文
犯
永
正
の
初
年
頃
ま
で
は
、
鎌
倉
に
居
り
し
こ
と
、
前
記
避
如
の
文
書
に
擁
て
明
白
な
る
べ
く
、
同
寺
記
録
に
同
寺

九
代
明
心
（
大
永
六
年
寂
）
の
時
、
・
寺
地
を
野
比
に
あ
り
し
同
寺
の
所
雑
地
に
移
す
と
あ
り
、
天
正
十
八
年
映
匝
秀
吉
小
川
朧
征
伐

の
際
、
（
江
月
日
附
）
同
寺
に
典
へ
し
制
札
（
川
寺
文
杏
）
に
は
「
三
汕
郡
叫
比
郷
妓
戎
寺
」
と
め
る
。
さ
れ
ば
大
永
以
前
、
永
正

の
初
年
以
後
、
同
寺
は
鎌
愈
を
逐
は
れ
て
野
比
の
山
中
に
遁
れ
て
今
の
寺
地
に
潜
み
し
も
の
で
あ
ら
う
。
上
杉
氏
が
一
向
教
閏
を
危

暗
黒
峠
代
の
宗
教
一
撰
六
一

享
職
五
陸
七
月
冊
三
日

光
明

寺

ケ

（
朱
印
誕
卿
）

I



暗
黒
昨
代
の
宋
敬
一
撰
‐
六
二

瞼
と
し
て
、
之
れ
が
迫
害
を
厳
眺
に
せ
し
邸
北
條
氏
も
亦
、
寺
を
逐
ひ
、
教
剛
に
は
淨
土
宗
に
改
宗
を
命
じ
た
の
で
あ
ら
う
と
恩
ふ
。

以
上
は
机
椎
三
洲
郡
地
方
の
形
勢
で
あ
る
が
、
す
べ
て
北
條
氏
の
勢
力
範
圃
に
於
て
は
同
様
の
庭
置
を
同
敬
剛
敬
称
に
施
し
た
も

の
画
や
う
で
あ
る
。
東
束
卿
布
の
蕃
祁
寺
（
同
寺
は
東
京
淺
箪
の
報
恩
寺
と
と
も
に
、
東
京
中
心
地
方
に
於
け
る
親
鴬
稚
時
以
來
の

歴
史
あ
る
庭
宗
の
二
大
古
刹
で
あ
る
）
の
文
沓
（
武
州
文
杏
）
の
中
に
、
永
祗
九
年
十
月
二
日
附
け
で
、
北
條
氏
服
よ
り
同
寺
に
宛

て
し
書
状
に
．
、
庚
申
歳
匡
（
永
疎
）
挺
尾
出
張
、
依
之
大
坂
（
大
坂
本
願
寺
）
へ
度
々
如
頼
入
考
、
越
圃
（
越
中
）
へ
加
批
衆
（
加

変
一
樅
）
飢
入
肴
、
分
剛
中
一
向
宗
改
先
規
、
可
雌
之
旨
、
巾
脳
膣
、
彼
行
（
越
中
乱
入
の
蕪
）
一
凹
無
誠
、
無
曲
次
筑
候
、
雌
然

巾
合
上
考
、
徴
國
對
一
向
宗
、
不
可
有
異
隣
邪
」
と
あ
り
‐
乙
豈
に
先
規
と
い
ふ
は
勿
論
永
藤
三
年
以
前
の
こ
と
で
あ
る
。
此
の
文

書
の
前
文
に
「
既
一
向
宗
之
絶
以
来
‘
及
六
十
年
曲
候
虚
・
以
古
之
筋
目
、
至
干
探
題
他
宗
者
、
公
事
不
可
有
際
限
」
と
い
ひ
、
．

人
成
共
、
就
招
入
他
宗
者
、
可
爲
罪
科
邪
」
と
あ
り
、
永
藤
九
年
（
此
の
文
書
の
日
附
）
よ
り
六
十
年
前
と
い
へ
ぱ
、
永
正
四
年
に

街
り
、
略
ぽ
相
模
三
浦
郡
の
形
勢
に
一
致
し
、
全
剛
的
に
一
向
宗
蜂
起
す
と
い
ふ
東
寺
光
明
誌
の
過
去
帳
の
記
事
に
一
致
す
る
。
既

に
し
て
武
川
氏
と
北
條
氏
と
結
ん
で
上
杉
氏
の
開
東
進
川
を
率
制
せ
ん
と
し
、
北
國
の
一
撲
囲
を
し
て
、
越
後
卒
一
共
の
西
邊
よ
り
侵

さ
し
め
よ
う
と
し
て
、
領
内
一
向
宗
の
仰
興
を
許
し
た
の
が
永
職
三
年
で
あ
っ
た
。
然
る
に
北
図
一
向
宗
の
活
動
は
．
北
條
氏
の
期

待
す
る
程
で
な
か
っ
た
の
で
、
再
び
一
向
宗
々
論
の
起
り
し
と
い
ふ
こ
と
を
口
避
と
し
て
、
古
き
信
着
の
復
歸
を
棚
誘
し
、
又
は
新

信
者
の
誘
導
を
厳
禁
し
た
の
が
此
の
文
書
で
あ
ら
う
と
恩
ふ
。
か
く
の
如
く
、
北
條
氏
の
眞
宗
に
對
す
る
迫
害
禁
止
は
領
内
一
・
般
に

對
す
る
政
策
で
あ
っ
た
と
推
定
し
得
よ
う
か
。

韓
じ
て
遠
く
土
佐
に
開
し
て
二
一
の
史
料
を
發
見
し
た
。
土
蕪
古
文
叢
巻
二
十
八
に
、
六
月
八
日
附
け
・
俺
諾
と
群
名
し
（
細

寺

i
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年
記
事
略
に
恐
悦
と
あ
る
も
い
か
ざ
）
田
中
市
介
な
る
者
に
宛
て
し
書
状
あ
り
、
「
雌
末
得
御
意
候
、
致
啓
上
候
、
貴
國
上
邊
、
御
無

事
に
巾
調
度
と
存
付
而
、
只
今
以
使
節
被
申
候
、
於
様
備
考
、
下
川
刑
部
法
眼
、
以
懸
札
小
入
候
、
親
泰
様
へ
可
然
様
、
被
仰
入
、

州
調
申
様
に
御
馳
走
尤
肝
要
に
存
候
條
．
此
節
之
俵
候
間
御
和
睦
之
燐
、
随
分
可
叩
試
旨
侯
、
無
御
隔
心
可
被
仰
越
候
、
可
成
程
之

御
斗
．
御
馳
走
可
被
申
候
」
と
見
え
て
ゐ
る
。
親
泰
は
長
曾
我
部
元
親
の
子
、
下
側
刑
部
法
服
は
天
正
醜
本
願
寺
寺
侍
の
一
人
な
る

下
問
職
脈
な
る
・
べ
く
、
文
意
は
頼
廉
の
意
を
受
け
、
親
泰
の
部
下
田
中
某
に
害
し
て
、
長
竹
我
部
氏
と
木
願
寺
と
の
和
睦
を
成
立
せ

し
め
る
に
識
力
す
る
様
子
を
知
る
べ
く
‐
こ
肌
だ
け
の
史
料
に
て
は
、
共
の
年
代
も
明
確
に
す
る
こ
と
が
出
來
な
い
。
或
は
元
蝿
天

正
の
間
大
坂
本
願
寺
は
織
田
信
長
の
包
囲
攻
撃
を
受
け
て
苦
戦
せ
し
頃
、
長
輔
我
部
氏
の
助
勢
を
受
け
よ
う
と
し
て
、
和
を
誰
じ
た

る
も
の
で
あ
ら
う
か
。
も
し
果
し
て
然
ら
ば
本
願
寺
と
長
曾
我
部
氏
と
は
敵
對
關
係
に
あ
っ
た
も
の
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

土
佐
一
條
家
と
本
願
寺
と
の
交
際
に
つ
い
て
は
、
光
教
の
天
文
日
記
に
散
見
す
、
し
か
も
い
つ
の
頃
よ
り
か
反
宗
は
禁
制
せ
ら
れ

し
も
の
と
見
え
る
。
土
佐
古
文
叢
と
土
佐
編
年
記
事
錐
と
に
、
そ
れ
人
、
左
の
如
き
文
書
一
通
づ
学
あ
り
。

一
向
宗
之
事
其
身
一
人
之
儀
、
可
有
御
免
看
也
、
価
如
件

弘
治
三
年
卯
月
汁
九
日
康
政
（
黒
印
）

宗
旨
之
事
、
在
來
候
段
、
不
一

享
職
五
年
五
月

渡
邊
祁
左
衞
門
殿

暗
黒
時
代
の
宋
政
一
撲 不

可 日

渡
邊
主
税
助
殿

有
相
違
者
、

価
如
件

ト
ー
卜
ｌ
ｌ
１
１
１
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ⅲ
『
日
１
１
１
Ⅱ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅱ

（
判
）

今
℃
今
全
一

聖
宅
Ｊ
一
一
一

l
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暗
黒
時
代
の
宗
敏
一
撲
六
四

と
あ
り
、
何
れ
も
高
岡
郡
興
津
西
黄
寺
所
赦
文
諜
と
注
し
て
あ
る
。
渡
邊
系
剛
に
擦
れ
ば
、
渡
邊
主
税
介
一
向
宗
に
蹄
し
、
順
西
と

號
し
．
其
の
女
順
蕃
西
寅
寺
を
耐
ぐ
と
見
ゆ
、
予
昭
和
四
年
商
知
縣
下
を
探
訪
せ
し
際
、
此
の
寺
を
捜
し
た
が
、
つ
ひ
に
現
在
の
所

在
を
發
見
す
る
こ
と
能
は
ざ
り
し
を
迩
憾
と
す
る
。
右
二
通
の
文
書
に
擦
り
、
一
條
家
の
領
内
に
於
て
も
、
享
緑
の
末
年
以
前
、
兵

宗
は
禁
ぜ
ら
れ
て
居
り
、
唯
痘
特
種
の
者
に
對
し
て
の
み
鴉
さ
れ
た
に
過
ぎ
才
、
そ
れ
も
他
人
に
對
し
て
同
宗
の
信
仰
を
宣
仰
す
る

こ
と
を
禁
じ
て
ゐ
た
の
は
、
北
條
氏
の
一
向
宗
に
對
す
る
前
記
の
虚
孟
（
武
州
文
書
の
善
耐
寺
文
書
）
に
頗
る
叛
似
し
て
ゐ
る
。

以
上
開
東
北
國
四
國
の
形
勢
は
若
干
の
史
料
に
擁
て
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
一
向
宗
教
関
の
下
克
上
運
動
の
あ
と
を
察
し
、
そ
の
禁
止

迫
害
の
由
來
を
粘
為
知
る
こ
と
を
得
た
も
の
で
あ
る
。
以
下
多
年
注
意
捜
索
に
心
懸
け
て
ゐ
る
に
も
か
堂
は
ら
ず
、
断
片
的
史
料
を

有
す
る
に
止
ま
る
も
の
を
以
下
述
べ
よ
う
と
恩
ふ
。

本
願
寺
光
教
の
天
文
日
記
天
文
十
二
年
五
月
十
七
日
の
條
に
「
尾
州
平
手
中
務
丞
（
政
秀
か
）
聡
翻
鯉
爲
愁
來
“
峰
堅
榊
準
裡
雑

価
致
一
昔
信
也
、
以
肴
一
献
與
湯
漬
、
令
對
面
也
、
如
此
相
作
之
儀
不
可
有
之
事
候
、
悪
蕪
と
云
、
於
尾
州
走
廻
、
對
門
徒
一
段
悪
勢

者
之
間
、
此
分
訓
請
候
也
，
一
段
大
酒
云
々
」
と
あ
り
、
織
田
氏
が
領
内
の
一
向
宗
を
抑
唾
せ
る
こ
と
を
察
す
べ
く
、
織
川
氏
を
悪

蕪
と
い
へ
る
も
其
の
爲
め
で
あ
ら
う
。
信
長
天
下
統
一
の
事
業
を
起
す
や
、
本
願
寺
は
全
國
の
門
徒
を
率
ゐ
て
信
握
に
對
抗
し
た
の

も
、
彼
と
是
れ
と
の
敵
對
關
係
が
、
一
朝
一
夕
の
こ
と
に
あ
ら
ざ
る
所
以
を
知
る
べ
き
で
あ
る
。

又
同
日
記
天
文
九
年
五
月
十
八
日
の
條
に
擦
れ
ば
、
光
教
は
此
の
日
に
、
常
陸
國
七
郡
の
領
主
佐
竹
氏
へ
霄
信
と
し
て
殿
子
三
反

（
代
九
賞
百
文
）
を
途
り
，
寺
侍
下
問
上
野
よ
り
書
状
を
贈
ら
し
め
た
。
こ
れ
は
常
陸
東
野
に
あ
り
し
上
宮
寺
よ
り
光
教
に
上
巾
す

る
所
あ
っ
た
故
で
あ
る
。
先
年
（
年
代
未
詳
）
眞
宗
と
日
蓮
宗
と
相
争
ふ
こ
と
あ
り
常
時
日
蓮
宗
徒
の
訴
訟
に
よ
り
、
興
宗
は
成
敗

’
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を
加
へ
ら
れ
た
。
其
の
後
上
宮
寺
は
東
塒
氏
を
介
し
て
佐
竹
氏
へ
「
三
ヶ
條
、
五
ヶ
條
狼
八
ヶ
條
之
文
の
旨
を
以
て
、
捷
如
此
之
由
」

訴
へ
川
で
た
。
佐
竹
氏
は
之
れ
に
依
て
上
官
寺
の
還
住
す
る
こ
と
を
赦
し
‐
寺
下
の
教
剛
も
姑
め
て
安
全
に
な
っ
た
。
上
宮
寺
は
此

の
次
第
を
光
教
に
報
告
し
て
晋
信
を
佐
竹
氏
に
途
ら
ん
こ
と
を
乞
う
仁
の
で
あ
る
。
佐
竹
氏
が
眞
宗
の
僧
徒
を
放
逐
し
、
共
の
教
團

を
辿
害
し
た
の
は
、
或
は
隣
國
北
條
氏
な
ど
ゞ
同
じ
時
代
の
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ら
ぅ
か
。

道
徳
の
外
に
宗
教
の
世
界
は
な
い
と
い
は
れ
る
如
く
、
宗
教
は
道
徳
と
天
地
を
異
に
す
る
と
い
ふ
こ
と
も
い
は
れ
る
。
親
驚
は
大

方
道
徳
を
超
越
し
て
信
仰
の
極
致
を
説
き
、
そ
の
窮
極
に
安
住
し
た
。
親
驚
は
世
の
遁
れ
た
人
で
あ
っ
た
こ
と
は
自
ら
告
白
す
る
所

で
あ
る
。
（
御
消
息
集
）
餅
時
の
》
隆
一
赤
の
僧
侶
の
中
に
は
、
尼
を
妻
と
す
る
も
の
が
あ
っ
た
や
う
で
あ
る
。
尼
と
の
Ⅲ
に
出
生
し
た
子

は
遺
産
を
相
傳
し
た
や
う
で
あ
る
。
か
く
僧
尼
祁
よ
っ
て
家
を
爲
し
た
。
家
を
出
で
ず
し
て
、
世
笹
川
る
こ
と
を
全
う
し
た
で
あ
ら

う
か
。
呈
画
人
な
ほ
も
て
往
生
す
、
況
ん
や
悪
人
を
や
」
、
歎
異
紗
）
と
い
ふ
親
鴬
の
語
と
徳
へ
ら
る
種
も
の
は
、
逝
徳
を
超
越
（
度
外

せ
る
に
あ
ら
ず
）
し
た
多
力
信
仰
の
妙
塊
で
あ
っ
た
。
念
佛
は
親
篭
の
杢
冊
で
あ
っ
た
。
親
篭
は
共
の
念
佛
を
親
の
爲
め
し
し
て
一
度

も
巾
し
た
る
こ
と
な
し
と
告
白
し
た
。
彼
れ
は
正
し
く
家
族
道
徳
を
越
超
し
、
家
を
出
て
終
２
Ｌ
ゐ
る
。
家
に
あ
っ
て
家
を
出
で
る
、

世
に
あ
２
Ｌ
仙
を
遁
れ
る
と
同
断
で
あ
っ
た
の
で
あ
ら
う
か
。

家
を
出
で
世
を
遁
れ
た
春
の
信
仰
を
再
び
家
に
還
兀
せ
し
め
、
泄
に
常
住
せ
し
め
た
者
は
蓮
如
で
あ
っ
た
Ｏ
蓮
如
は
道
徳
の
天
地

に
か
へ
つ
て
信
仰
の
天
地
を
州
抓
し
た
。
然
ら
ば
彼
れ
は
親
驚
に
對
し
て
異
安
心
を
説
い
た
で
あ
ら
う
か
。
さ
ぅ
で
は
あ
る
ま
い
。
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宗
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暗
黒
時
代
の
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彼
れ
は
よ
く
時
世
に
虚
し
て
親
驚
へ
の
行
程
を
鍵
更
せ
し
め
た
に
過
ぎ
な
い
。
韮
如
は
呼
ん
だ
。
「
王
法
（
道
徳
）
ハ
額
一
一
ア
テ
ョ
・

佛
法
ハ
内
心
一
一
深
ク
蓄
ヘ
ョ
」
と
い
ひ
「
仁
義
卜
云
事
モ
正
シ
ク
ァ
ル
ベ
・
こ
（
雨
條
と
も
蜜
語
記
）
と
教
へ
た
。
彼
れ
は
不
信
（
念

佛
の
偏
仰
な
き
）
の
春
と
不
孝
者
と
を
同
列
に
見
て
「
何
ヨ
リ
モ
親
二
不
孝
ナ
ル
モ
ノ
節
一
キ
ラ
ヒ
」
な
り
，
「
不
信
ノ
人
一
一
ハ
見
参

ス
ベ
カ
ラ
ズ
」
（
南
條
と
も
盗
語
記
）
と
い
ひ
、
信
仰
と
道
徳
と
は
表
裏
を
な
す
も
の
な
り
と
云
っ
て
本
能
そ
の
ま
Ｅ
の
下
克
上
の
野

生
的
運
動
を
淨
化
す
る
に
力
め
た
の
で
あ
る
。
諾
懇
英
作
は
通
佛
教
の
誠
め
で
あ
る
。
詳
し
く
い
へ
ぱ
五
戒
と
な
り
十
戒
と
な
り
、

何
戒
を
で
も
な
る
。
而
し
て
壯
會
人
の
生
活
に
は
生
活
の
鯛
め
必
然
的
に
之
れ
を
破
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
則
ち
罪
を
犯
さ
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
。
依
て
消
罪
は
成
佛
，
往
生
に
必
要
か
く
》
へ
か
ら
ざ
る
も
の
と
な
る
。
切
支
丹
の
如
き
倣
悔
告
白
を
亜
秘
せ
ざ
る

を
得
な
か
っ
た
。
蓮
如
の
ゆ
き
方
は
大
に
迷
っ
て
ゐ
た
。
祗
會
人
と
し
て
の
生
活
上
の
必
然
的
諸
悪
（
時
代
に
依
て
州
逮
あ
ら
う
）

を
肯
定
し
、
そ
の
諸
悪
の
人
間
を
疋
客
と
し
、
之
れ
を
接
待
し
、
之
れ
遊
懇
に
せ
ん
が
爲
め
に
こ
そ
他
力
易
行
の
念
佛
は
佛
が
五
劫

の
思
案
に
依
て
成
就
せ
ら
れ
て
ゐ
る
と
説
き
、
念
佛
を
活
献
禽
の
中
に
放
っ
た
。
蓮
如
は
「
侍
能
工
商
之
事
」
と
題
し
、
．
、
奉
公

宮
仕
ヲ
シ
、
弓
箭
ヲ
帯
シ
テ
主
命
ノ
タ
メ
ニ
身
命
ヲ
オ
シ
ー
、
ズ
、
二
、
又
耕
作
二
身
ブ
マ
ヵ
セ
、
ス
キ
ク
ワ
ヲ
ヒ
サ
ゲ
テ
大
地
ヲ
ホ

リ
ウ
や
コ
カ
シ
｜
プ
身
ニ
チ
カ
ラ
ヲ
イ
レ
｜
プ
ホ
リ
ッ
ク
ヲ
本
ト
シ
｜
プ
身
命
ヲ
ツ
グ
。
三
・
或
ハ
藝
能
ヲ
タ
シ
ナ
、
ヒ
ー
プ
、
人
ヲ
ダ
マ
シ
｜
プ

狂
言
綺
語
ヲ
本
ト
シ
｜
ブ
浮
世
ヲ
ワ
タ
ル
タ
ク
ヒ
ノ
、
ヒ
ナ
リ
。
四
、
朝
タ
ハ
商
二
心
ヲ
カ
ヶ
、
或
ハ
雌
海
ノ
波
ノ
上
一
一
ブ
ソ
ロ
シ
キ
雌

波
ニ
ァ
ヘ
ル
事
ヲ
・
カ
ヘ
リ
、
ヒ
ズ
、
力
、
ル
身
ナ
レ
ド
モ
」
（
帖
外
文
章
）
必
ず
共
の
救
濟
せ
ら
る
シ
こ
と
を
説
き
。
徒
然
草
や
極
樂
寺

殿
消
息
に
兇
ゆ
る
如
く
、
四
十
、
五
十
に
至
れ
ば
、
宮
仕
、
奉
公
を
止
め
て
、
専
心
に
後
生
を
願
ふ
く
し
と
は
決
し
て
教
へ
て
は
ゐ

な
い
。
侍
奉
公
と
殺
生
、
藝
能
と
妄
語
‐
商
寅
と
虚
億
、
す
べ
て
は
彼
に
依
て
肯
定
せ
ら
れ
た
。
土
民
の
生
活
上
時
勢
の
常
然
と
せ
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し
め
た
教
團
の
組
織
、
教
囲
の
防
禦
、
教
團
の
克
上
運
動
は
叉
彼
れ
の
肯
定
す
る
所
で
あ
り
．
附
鴎
し
て
起
る
べ
き
罪
悪
を
認
め
て

共
の
ま
画
の
往
生
ぞ
説
い
て
絶
對
他
力
念
佛
を
勧
誘
し
た
。
蓋
し
彼
れ
は
叉
時
世
笹
思
う
て
、
罪
悪
の
怖
る
べ
き
も
の
な
る
こ
と
を

否
定
す
る
や
う
な
教
は
断
じ
て
読
か
な
か
つ
に
。
「
縁
あ
ら
ぱ
又
人
を
殺
す
べ
し
」
（
歎
意
紗
取
意
）
と
は
い
は
な
か
っ
た
。
「
罪
は
五
逆

誘
法
と
信
知
し
て
し
か
も
小
悪
を
も
犯
す
べ
か
ら
ず
」
（
淨
興
寺
文
書
の
二
十
一
簡
條
修
宗
規
）
と
い
ふ
こ
と
を
否
定
し
な
か
っ
た
。

す
べ
て
彼
れ
は
超
道
徳
的
信
仰
の
極
致
を
説
い
た
教
は
「
左
右
な
く
外
見
す
べ
か
ら
ず
」
（
歎
異
妙
の
蓮
如
の
奥
書
）
と
断
じ
、
進
ん

で
忠
孝
仁
義
を
説
き
、
鰯
政
薪
に
對
す
る
服
從
を
鋤
諭
し
、
納
税
の
義
務
を
怠
る
べ
か
ら
ざ
る
こ
ｈ
を
勅
化
し
た
。
（
帖
内
、
帖
外
文

章
）
か
く
し
て
鎌
倉
の
新
佛
教
は
土
民
の
克
上
運
動
を
文
化
し
て
、
平
民
佛
教
の
使
命
を
成
就
し
た
。
か
く
し
て
土
民
の
一
投
は
近

世
國
民
史
の
第
一
頁
た
る
こ
と
を
得
た
。
奮
式
史
家
日
は
く
、
蓮
如
は
陽
に
服
從
を
説
き
、
陰
に
反
抗
せ
し
め
た
と
，
こ
れ
忠
う
て

未
だ
詳
か
な
ら
ざ
る
の
言
、
上
來
説
く
と
こ
ろ
略
ぽ
そ
れ
を
説
明
し
得
た
ｂ
と
信
ず
る
。
｝
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